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 調査の目的と概要  

1.1 調査の背景・目的 

 国内における外国人労働者数は増加を続けており、令和７年 10 月末時点では約 257 万人とな

っている。一方で、国内の人手不足状況は深刻であり、また今後少子高齢化の進展に伴い生産年

齢人口の減少が見込まれることを踏まえると、日本がより一層、外国人労働者に「選ばれる国」

となり、適切な外国人材の確保を図ることが重要である。   

我が国においてはこれまでも、ベトナム・インドネシア・フィリピン・中国・タイといった国々

から特定技能外国人や技能実習生等の受入れを行ってきたところであるが、世界各国で人材獲得

競争が激しさを増す中で今後も適切な外国人材の確保を図るためには、今後、これまでの受入れ

実績が必ずしも多くない国々の実態や課題を把握し、こうした国々から適正に外国人材を受け入

れる方法を確立していくことが重要である。   

そのため、本調査においては、これまで我が国の外国人材の受入れ実績が必ずしも多くない国

（ベトナム・インドネシア・フィリピン・中国・タイ以外の国を指す）から、我が国への外国人

材（技能実習生・特定技能外国人等を想定）の受入れを行っている日本国内の機関（監理団体・

登録支援機関・職業紹介事業者等を想定）及び調査候補国における現地の送出し関係者（送出機

関のほか、現地国政府、日本語学校等の教育機関等を想定）に対するヒアリング調査や、ヒアリ

ング調査を補完するものとして適当な文献調査を行い、調査対象国から我が国への外国人材の受

入れに至る過程の実態や課題を把握し、適正に外国人材を受け入れる方法をまとめることを目的

とする。  

 

1.2 調査の概要 

 

 現状の技能実習・特定技能の国別受入れ人数や将来の外国人労働供給ポテンシャルに関する各

種調査を踏まえ、本調査ではインド、ウズベキスタン、ネパール、バングラデシュ、ミャンマー

の 5 カ国を対象に、文献調査および国内ヒアリング調査を実施した。加えて、インド、ネパール、

バングラデシュの 3 カ国については、現地ヒアリング調査も実施した。  

ヒアリング調査  文献調査  

◼ 国内調査対象  

調査対象国 5 カ国の外国人材の確保を担って

いる監理団体・登録支援機関および民間職業

紹介事業者等の 15 機関  

 

◼ 現地調査対象  

外国人材の送出しに関与している送出機関

のほか、現地国政府、日本語学校等の教育機

関等の 39 機関  

 

※本調査報告書では、国ごとに A 社、B 社等

と割り当てて記載。そのため、例えばインド

の分析における「A 社」と、ウズベキスタン

の分析における「A 社」が同一の機関である

◼ 調査対象  

ヒアリング調査を補完するものとして適当な文献  

◼ 調査時期  

2025 年 6 月～2026 年 1 月  

◼ 調査方法  

デスクトップ調査  



 

2 

 

ことを意味するものではない。  

◼ 調査時期  

2025 年 6 月～2025 年 12 月  

◼ 調査方法  

対面によるヒアリング調査（希望する場合は

オンラインで実施）。ヒアリング時間は各機

関 1～2 時間。  

 

 

 本事業では以下の項目等について調査を実施した。  

大項目  中項目  小項目  

① 基本情報  基礎情報  ✓ 在留外国人数  

✓ 若年失業率  

✓ 技能実習・特定技能の MOC の締結状況  

✓ 認定送出機関の数  

✓ 中等/高等教育就学率  

関係機関  ✓ 送出しに関わる関係機関とその役割（政府機関、送出機

関、日本語教育・職業訓練等）  

✓ 送出機関の市況（人材の共有と需要のバランス、送出機

関の競争等）  

主な外国人の

ステータス・

特徴  

✓ 学校種別、学位、文系理系、年齢、職歴等  

✓ 言語能力・宗教・性格等  

送出しに関す

る背景・方

針、送出し先  

✓ 送出しを行うに至った理由・経緯  

✓ 人材の送出しにおける戦略  

✓ 主な送出し先の国（ヨーロッパや中東への送出しや日本

への送出機関と他国（韓国や中東）への送出機関が取扱

う求人や送出プロセスの違い含む）  

✓ 送出しの対象分野（特定技能における分野別の受入れ人

数の統計情報や技能実習の認定計画の分野ごとの数）  

② 人材確保・

周知  

人材確保のプ

ロセス・スケ

ジュール  

✓ 外国人材確保のプロセス・スケジュール（面接や内定、

雇用契約、送出しの時期、企業/本人負担における時期

の違い等）  

送出しに関す

る法令等  

✓ 人材の送出しに関する法令・制度・ガイドライン等  

外国人の確

保・周知方法  

✓ 現地における送出機関 /受入れ国の機関との連携、確保

方法（学校関係、ホームページ）、現地仲介者の有無  

✓ 現地での周知方法及び想定されるターゲットに対する周

知に関する課題  
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✓ 外国人を確保する際の選考基準（特段の定めの有無、日

本語能力等に関する具体的な要件の有無）  

✓ 外国人材の主な出身地及び送出しルート（特定の分野に

おける大規模なルートの構築状況含む）  

③ 現地教育  日本語教育・

職業訓練の環

境や動向  

✓ 日本語の学習者・環境  

✓ 日本語教育・職業訓練等の動向（国営教育訓練施設の教

育水準や活用状況含む） 

✓ 日本語学校等認定、研修制度構築等  

現地における

教育の実施方

法 

✓ 公的機関における日本語教育・職業訓練実施内容、教育

の期間・概要  

✓ 民間機関における日本語教育・職業訓練実施内容、教育

の期間・概要  

✓ 自動車運送業、鉄道、林業、木材産業等の新しく加わっ

た分野の送出しに向けた教育の動向  

日本語及び職

業スキルにつ

いての教育や

支援  

✓ 送出機関/受入れ企業における日本語教育等に関する支

援の有無、日本語及び職業スキル習得のため工夫してい

る点、相談窓口の体制、相談実績  

✓ 日本語及び職業スキルについての教育や支援における課

題（日本語教師の質・確保方法含む）  

④ 外 国 人 の

負担  
外国人の入国

前/入国後負担

軽減策  

✓ 送出し手数料等の本人負担の状況（各在留資格で外国人

材が入国前に負担する平均的な費用の内訳（送出し手数

料、教育内容等）や不当に請求された場合との金額の違

い）  

✓ 負担を軽減するために工夫している点（送出機関の上限

額の検討状況、企業が負担する事例、費用支払いのタイ

ミング等）  

現地の法令等  ✓ 送出し手数料や教育費等に関する現地の法令の有無や実

効力  

⑤ 障 壁 と な

る法制度、

習慣・文化

等 

活動障壁  ✓ 送出し手数料等の負担軽減等に関する法令・制度・ガイ

ドライン等  

✓ 活動に際し、障壁となっている法制度等 /慣習・文化の

違い（日本 /現地）  

✓ その他、活動に際しハードルとなっていること・課題  

⑥ 受 入 れ 時

と そ の 後

の活動  

定着に向けた

支援・課題  

✓ 長期的な定着に向けて工夫していること、課題に感じて

いること(国ごとの特徴等など）  

失踪防止に向

けた工夫  

✓ 在留技能実習生数に占める失踪者の割合  

✓ 技能実習生等の失踪防止に向けた工夫  

⑦ 今 後 に つ

いて  

今後の見通し  ✓ 人口動態の見通し  

✓ 外国人労働ポテンシャルの見通し  
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✓ 今後の送出し /受入の見通し、展望（人数規模 /分野/人材

のステータス /求められるスキル /日本の競合国の動向

等）  

育成就労への

転換に関する

課題  

✓ 今後の受入れ /送出し/教育等の見通し（全体、業界ご

と）  

国・業界団体

等に対する要

望 

✓ 国・業界団体等に対する要望・期待  
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 調査結果のまとめ・考察 

前掲のヒアリング調査および文献調査の結果に基づき、人材供給の将来的なポテンシャル、対

象となる人材の特徴・ステータス、日本語教育・技能訓練の環境、外国人材に係る費用負担等の

状況について、各国比較による整理を行ったうえで、今後の課題を検討する。  

なお、本報告書に記載している内容は、対象とした 5 か国で活動する一部の機関を対象とした

調査結果に基づくものである。そのため、情報に偏りが生じている可能性があるほか、すべての

実態を網羅的に把握しているものではない点に留意する必要がある。  

 

2.1 送出し人数のポテンシャル 

インドは、2025 年人口が約 14 億 6,000 万人と世界最大の人口規模を有し、生産年齢人口割合

も 68.2％と高い水準にあることから、潜在的な労働供給母集団は調査対象国の中で最大規模であ

る。また、若年（15〜24 歳）失業率は 15.7％と比較的高く、国内における雇用機会の不足を背景

として、海外就労に対する潜在需要は一定程度存在すると考えられる。さらに、1 人当たり GDP

は 2,773US ドルと中所得国水準にとどまっており、海外就労による所得向上を志向する経済的動

機も一定程度存在する可能性が示唆される。一方、日本における在留状況は、技能実習 1,197 人、

特定技能 579 人と限定的であり、特定技能の在留分野は介護、自動車整備、工業製品製造業等が

中心である。日本向け認定送出機関も 20 機関にとどまっている。  

主要な送出し先は英語圏や湾岸諸国であり、これらの国・地域は言語的障壁が低く、手続面で

も比較的簡便であることから、日本は言語負担及び手続負担の面で競合国に比して不利な立場に

あるとの指摘がある。他方、州別にみると送出動向には地域差が存在し、特に北東インドにおい

ては日本志向が比較的強いことが確認されている。また、受入れ企業からも同地域出身者の語学

習得能力や定着性を評価する声がみられることから、日本向け人材供給の拡大に向けた一定の潜

在力を有していると考えられる。  

次に、ウズベキスタンは、人口約 3,705 万人と対象国の中では中規模であるものの、高等教育

就学率は 56.5％と比較的高い水準にあり、日本への労働供給母集団として教育水準の高い人材を

一定程度有していると見込まれる。また、生産年齢人口割合は 61.9％と一定の労働供給基盤を有

している。一方、日本における在留状況は、技能実習 305 人、特定技能 78 人と小規模であり、在

留分野は介護や建設分野が中心となっている。主要な送出し先はロシア及びカザフスタン等であ

り、日本については言語習得に係る負担や賃金面において競争力が弱いとの指摘がある。他方、

日本向けの送出機関は 11 機関がライセンスを保持しており、2024 年の預託金要件の緩和により

今後の増加が見込まれる。また、日本語学習者も一定規模存在し、政府も日本を含む東アジアへ

の送出拡大に前向きであることから、日本側の需要拡大や制度理解の醸成が今後の拡大に向けた

重要な課題となる。  

ネパールは、技能実習生が 3,903 人と対象国の中ではミャンマーに次いで多く、特定技能人材

も 9,381 人と比較的大きな在留規模を有している。介護、外食、建設分野を中心に受入れが進ん

でおり、海外送金が GDP の約 25％を占めていることから、海外就労に対する意欲が強い構造に

あると指摘されている。人口は約 2,962 万人、生産年齢人口割合は 65.5％と一定の供給基盤を有

し、中等教育就学率も 90.4％と高い水準にある。また、認定送出機関数は 498 機関と多く、送出

体制の整備が進んでいる一方で、実際に積極的に活動している送出機関は 20 機関程度に限られ
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ているとの指摘がある。韓国や東欧諸国との競争や語学習得の負担といった課題はあるものの、

日本側の求人が増加すれば、供給意欲の高さを背景に、今後の送出し拡大が一層進む可能性があ

る。  

バングラデシュは、人口約 1 億 7,500 万人と対象国の中でインドに次ぐ規模を有し、生産年齢

人口割合も 65.9％と厚い労働供給基盤を有している。また、年間 100 万人以上を海外へ送り出す

実績を有する主要な労働力送出し国である。日本の在留者数は技能実習 1,973 人、特定技能 569

人と小規模であるものの、介護、農業、建設分野を中心に受入れが進んでいる。主要な送出し先

は湾岸諸国であり、韓国への送出し数も一定規模存在する。日本については、賃金水準、手続期

間、求人規模等の面で競合国と比較して不利であるとの指摘があるほか、日本向けに実績を有す

る送出機関は 15〜20 社に限られ、日本語教育環境が十分でないこと、入国までのリードタイムが

長いこと等が課題とされている。他方、1 人当たり GDP は 2,483US ドルと比較的低水準にあり、

海外就労による所得向上の動機が強い可能性があることから、日本側の需要拡大や現地における

日本語教育環境の改善等が進めば、将来的な送出し拡大が見込まれる。  

最後に、ミャンマーは、技能実習（35,682 人）及び特定技能（35,640 人）における在留者数が

対象国の中で最も多く、介護、外食、飲食料品製造等の多分野で受入れが進んでいる。人口は約

5,485 万人、生産年齢人口割合は 68.4％と人材供給の母集団も大きく、認定送出機関数も 539 機

関と最多である。一方で、送出機関の設立要件の緩やかさから管理面での課題が指摘されている。

主要な送出し先はタイ、マレーシア、韓国、日本であるが、政情不安に伴う出国制限の影響によ

り短期的な供給安定性は低い状況にある。情勢が改善した場合には反動的な供給増が見込まれ、

既存の在留規模及び送出基盤の厚さを背景に、引き続き主要な供給国となる可能性は高い。  

 

図表 2-1  送出し人数のポテンシャルに関する比較 
比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

在 留 外 国 人

数 （ 技 能 実

習）（2025 年

6 月末時点） 

1,197 人 305 人 3,903 人 1,973 人 35,682 人 

技 能 実 習 計

画認定件数 

（2024 年度） 

※国別件数非公表 ※国別件数非公表 農業 110、漁業 0、建

設 1,183、食品製造 5

35、繊維・衣服 56、機

械・金属 249、その他

956 

※国別件数非公表 農業 1,362、漁業 10、

建設 5,547、食品製造

7,589、繊維・衣服 2,

430、機械・金属 2,10

5、その他 10,156 

在 留 外 国 人

数 （ 特 定 技

能）（2025 年

6 月末時点） 

579 人 78 人 9,381 人 569 人 35,640 人 

産 業 分 野 別

在 留 外 国 人

数（特定技能

1 号）（2025

年 6 月末時

点） 

介護分野 336 人、ビル

クリーニング分野 1

人、工業製品製造業分

野 32 人、建設分野 11

人、自動車整備分野 8

4 人、航空分野 11 人、

宿泊分野 46 人、農業

分野 24 人、飲食料品

製造業分野 3 人、外食

業分野 30 人 

介護分野 23 人、ビル

クリーニング分野 11

人、建設分野 18 人、

自動車整備分野 1 人、

航空分野 4 人、宿泊分

野 6人、農業分野 6人、

飲食料品製造業分野

2 人、外食業分野 7 人 

介護分野 4,713 人、ビ

ルクリーニング分野

161 人、工業製品製造

業分野 38 人、建設分

野 205 人、自動車整備

分野 7 人、航空分野 3

01 人、宿泊分野 152

人、農業分野 707 人、

飲食料品製造業分野

172 人、外食業分野 2,

873 人 

介護分野 117 人、ビル

クリーニング分野 15

人、工業製品製造業分

野 29 人、建設分野 88

人、自動車整備分野 2

2 人、航空分野 2 人、

宿泊分野 10 人、農業

分野 147 人、飲食料品

製造業分野 29 人、外

食業分野 104 人 

介護分野 15,046 人、

ビルクリーニング分

野 963 人、工業製品製

造業分野 643 人、建設

分野 868 人、造船・舶

用工業分野 35 人、自

動車整備分野 253 人、

航空分野 169 人、宿泊

分野 362 人、自動車運

送業分野 1 人、農業分

野 1,184 人、飲食料品

製造業分野 4,264 人、

外食業分野 11,769 人 

「特定技能 1

号」に係る試

験 の 実 施 状

況（2025 年 3

月 31 日時点） 

介護分野、ビルクリー

ニング分野、工業製品

製造業分野、建設分

野、宿泊分野、自動車

運送業分野、農業分

野、外食業分野 

介護分野、ビルクリー

ニング分野、建設分

野、自動車運送業分

野、農業分野 

介護分野、ビルクリー

ニング分野、建設分

野、航空分野、宿泊分

野、自動車運送業分

野、農業分野、外食業

分野 

介護分野、ビルクリー

ニング分野、建設分

野、航空分野、自動車

運送業分野、農業分野 

介護分野、ビルクリー

ニング分野、工業製品

製造業分野、建設分

野、宿泊分野、自動車

運送業分野、農業分

野、飲食料品製造業分

野、外食業分野 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

若年（ 15-24

歳）失業率 

（2024 年） 

15.7% 10.8% 20.6% 9.1% 10.0% 

認 定 送 出 機

関の数（2026

年 2 月 2 日時

点） 

20 機関 11 機関 498 機関 95 機関 539 機関 

中 等 教 育 就

学 率 （ 2 0 2 4

年） 

78.1% 96.8% 90.4% 64.3% ※データなし 

高 等 教 育 就

学 率 （ 2 0 2 4

年） 

34.4% 56.5% 21.3% 23.7% 20.4％（2018 年） 

人 口 動 態 の

見通し（2025

年人口） 

1,463,866 千人 37,053 千人 29,618 千人 175,687 千人 54,851 千人 

人 口 動 態 の

見通し（2035

年 人 口 予 測

値） 

1,578,710 千人 43,175 千人 31,798 千人 195,130 千人 57,444 千人 

人 口 動 態 の

見通し（2050

年 人 口 予 測

値） 

1,679,604 千人 52,211 千人 34,642 千人 214,709 千人 58,623 千人 

人 口 動 態 の

見通し（2024

年 生 産 年 齢

人口割合） 

68.2% 61.9% 65.5% 65.9% 68.4% 

1 人当たり G

DP（US ドル）

（2025 年） 

2,773US ドル 3,295US ドル 1,519US ドル 2,483US ドル 1,489US ドル 

1 人当たり G

DP（US ドル）

（ 2035 年予

測値） 

6,501US ドル 5,755US ドル 3,179US ドル 5,277US ドル 2,375US ドル 

1 人当たり G

DP（US ドル）

（ 2050 年予

測値） 

17,772US ドル 12,793US ドル 8,590US ドル 13,931US ドル 3,510US ドル 

来 日 外 国 人

労 働 者 の 国

籍別人数（20

30 年予測値） 

2.3 万人 ※データなし 1.2 万人 0.9 万人 4.7 万人 

来 日 外 国 人

労 働 者 の 国

籍別人数（20

40 年予測値） 

4.1 万人 ※データなし 1.7 万人 3.2 万人 11.1 万人 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

送 出 機 関 の

市況（人材の

供 給 と 需 要

のバランス、

送 出 機 関 の

競争環境等） 

・2025 年 12 月 1 日時

点でインド外務省（M

EA）には 2,436 の送出

機関が登録されてお

り、そのうち日本の技

能実習制度向けの認

定送出機関は 20 機関

である。 

・州の人口規模が大

きいほど送出機関数

も多い傾向がある一

方、送出機関同士の横

のつながりは弱く、各

機関が独自に教育や

販路開拓を進めてい

る状況が指摘されて

いる。 

・シンガポール、ドイ

ツ、韓国、台湾など競

合国が多く、特にケラ

ラ州では欧州向け送

出しが盛んなことか

ら、候補生の募集競争

が非常に厳しいとの

声がある。 

・分野や出身地域に

よって需給バランス

が異なり、特に北東イ

ンド出身の介護人材

は需要が大きいにも

かかわらず供給が追

いついていない状況

が示されている。 

・1991 年の独立以降、

在外ウズベキスタン

人数は増加傾向にあ

り 2020 年には 200 万

人を超えた。 

・ウズベキスタン政

府によると、許可を取

得し、海外へ労働者を

派遣している事業者

数は、2026 年 2 月 25

日時点で 48 機関であ

る。 

・ヒアリング調査か

らは、日本向けの民間

送出機関については、

2019 年に技能実習制

度の 2 国間協定が結

ばれた直後には、 70

機関程度存在してい

たが、人材から不当な

手数料を徴収した機

関が多数確認された

ため、2020 年に預り

金額が引き上げられ、

預り金を用意できな

い機関のライセンス

が停止されたことか

ら、送出機関数が減少

したとの指摘があっ

た。 

・ネパール政府の認

可を受けた送出機関

は約 1,200 機関あり、

そのうち日本への技

能実習生送出しが可

能な機関は約 500 機

関存在するとされて

いる。この中で、日本

への送出しを積極的

に行っているのは約

20 機関程度であり、

多くの送出機関は首

都カトマンズに集中

している。 

・人材の供給と需要

の関係では、来日を希

望する人材は多い一

方で、日本企業からの

需要が少ないことが

課題として挙げられ

ている。職業訓練機関

へのヒアリング調査

では、日本企業からの

需要があれば、人材を

教育し送り出すこと

が可能な状態にある

との発言があった。 

・バングラデシュ人

民共和国は、年 1,00

0,000 人以上の労働

者を世界各国へ派遣

し、東南アジア・南ア

ジアにおいて有数の

労働者送出し国であ

る。日本との関係にお

いては、日本の少子高

齢化に伴う労働力不

足と、バングラデシュ

の豊富な人的資源は

補完関係にあり、バン

グラデシュの現政権

は、日本を送出しの

「主要なターゲット

国」に位置づけてい

る。 

・人材雇用研修局（BM

ET）認定の送出機関は

2025 年 11 月時点で約

2,800 社、現在も送出

実務を続けている機

関は 2,326 社である。 

・日本への人材送出

を許可されている認

定送出機関は 96 社だ

が、実際に送出し実績

を有し、機能している

機関は 15〜20 社程度

で、日本人や日本に在

住するバングラデシ

ュ人が運営する機関

は 3～4 社である。 

・ミャンマー人海外

労働者の年間送出し

人数は、2011 年の民

政移管後に増加し、2

015 年から急増後、20

17 年に約 16 万人、20

19 年には 30 万人を超

えたとされている。 

・労働省によると、認

可を取得し海外へ労

働者を派遣している

事業者数は 2019 年 12

月 26 日時点で 313 社

であり、ヒアリング調

査では日本向けの送

出機関はミャンマー

国内に全部で 100～2

00 社あると言われて

いる。また、送出機関

の多くは利便性を考

慮しヤンゴンに集中

している。 

・送出機関の数が増

えている背景として

制度上の設立制限が

設けられていない点

があり、労働省は一定

のデポジット支払能

力さえあれば送出機

関の設立を許可して

いる一方、環境の劣悪

さなどに関する苦情

への対応は形骸化し

ているとの指摘があ

った。 

主 な 送 出 し

先の国 

・インドの海外移民

ストックは 1990 年か

ら 2020 年にかけて増

加し、主な送出し先は

アラブ首長国連邦、ア

メリカ、サウジアラビ

ア、パキスタン（同国

は減少傾向）で、英語

が通じインド系コミ

ュニティが大きい中

東諸国が選ばれやす

いとされた。 

・ドバイではヒンデ

ィー語も通じやすく

定着しやすい一方、欧

米は高賃金でも生活

費が高く景気の影響

を受けやすく、IT 革

命以降は米欧中心と

なり、日本・中国・韓

国など語学負担の大

きい地域は相対的に

比率が小さいと説明

された。 

・職業訓練校卒業後

の主な海外就労先は

産油国・シンガポー

ル・マレーシアが多

く、中東は要件が緩く

採用されやすいと指

摘された。 

・送出機関によれば、

日本・ドイツ志向も増

えているが、依然とし

て英語圏志向が強い

とされた。 

・中東・湾岸諸国では

中技能人材の需要も

伸びていることから、

日本の技能実習・特定

・ウズベキスタンか

らの主な送出し先は

旧ソ連諸国が中心だ

が、近年は韓国や日本

にも拡大しており、2

025 年 1 月時点で海外

就労者の 6 割がロシ

ア、1 割がカザフスタ

ン、6%がトルコ、3%が

韓国、2 割がその他の

国に滞在している。 

・ロシアには 2020 年

時点で約 1,146,000

人のウズベキスタン

人が滞在している。両

国間に協定はあるが

インフォーマル就労

が主流とされ、ウクラ

イナ戦争の影響で帰

国や他国シフトも見

られる一方、言語習得

や査証不要から需要

は根強いとの指摘が

あった。 

・韓国は雇用許可制

（EPS）に基づく G to

 G 送出しで研修・試

験・受入れの 3 段階で

管理され、日本と比べ

受入れ規模や賃金水

準等で競争優位と指

摘されている。 

・日本への送出しは

分野によってウズベ

キスタン現地のほう

が賃金が高い場合が

あることや、円安等の

影響で日本への労働

移住への魅力が低下

し、日本向け送出しの

・2023～2024 年の海

外労働許可発行数で

は、UAE、サウジアラ

ビア、カタールの 3 カ

国で 63.4％を占め、

次いでマレーシア 1

3.9％となり、日本は

1.9％にとどまってい

る。主要移住先は中東

湾岸諸国で、費用の安

さや人的ネットワー

ク、学歴不問で雇用さ

れやすい点が理由と

されている。 

・ヒアリング調査で

は、中東やマレーシア

向け需要は減少傾向

にある一方、教育水準

の向上により、日本、

韓国、欧米への送出し

が増加しているとの

指摘があった。欧州で

はルーマニア、マル

タ、セルビア等への送

出しが確認され、少人

数ながら介護人材を

英国や豪州等へ送出

す事例もあった。 

・送出し規模と期間

は、中東は千人単位で

短期間、日本は送出し

人数が少ない一方で

言語教育や手続きで

長期化する傾向があ

る。給与面では韓国が

日本より高いとの指

摘や、欧州は生活費の

一部が企業負担のた

め貯蓄額は大きく変

・バングラデシュか

らの労働力の送出し

先の地域別構成は、サ

ウジアラビアをはじ

めとする中東湾岸諸

国が最大の受入れ先

となっている。 2004

年から 2025 年までの

間、サウジアラビアが

最大の受入れ国であ

り、オマーンやアラブ

首長国連邦について

も、大規模な受入れが

継続している。 

・韓国への送出し実

績は、日本と比較して

多く、国営の海外雇用

サービス公社（BOESL）

の送出し実績では 3

6,000 人（日本は 44

名）となっている。 

・韓国への送出しは、

ハングルが理解でき

れば高いスキルは不

要であり、政府機関で

ある産業人力公団（H

RD Korea）が送出プロ

セスを一元化してお

り、1 求人あたり 100

人規模と比較的大き

な求人規模である。他

方で、日本は送出しに

係る機関が分散して

おり、1 求人あたり 2、

3 人と比較的求人規

模が小規模である。 

・2021 年時点で、ミャ

ンマーから労働者の

送出しが許可されて

いる国はタイ、マレー

シア、韓国、日本、シ

ンガポール、アラブ首

長国連邦、カタール、

ヨルダン、マカオの 9

か国・地域であり、MO

U は 2003 年にタイ、2

007 年に韓国、技能実

習の MOC が 2018 年に

日本と締結されてい

る。 

・家事労働は 2021 年

時点でシンガポール、

香港、マカオ、タイへ

の送出しが許可され、

シンガポールと香港

は 2013 年に許可後、

2014 年に禁止され、

再度許可された。漁業

分野はタイと韓国へ

の送出しが許可され

ている。   

・送出し人数は 2021

年時点でタイ、マレー

シア、韓国、日本が多

く、タイが大半を占め

る。マレーシアは 201

7 年に出国停止で減

少し、日本は 2015 年

頃から増加している。

ヒアリング調査では、

中東では受入れ企業

が人材から保険料を

天引きしており、手取

りが少ないとの指摘

があった。   
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

技能との競合が生じ

る可能性が指摘され

た。 

募集人員確保に必要

な期間が長期化して

いるとの指摘があっ

た。 

わらないとの発言が

あった。 

送 出 し に 関

する戦略 

・インド政府は海外

就労を推進しており、

今後 5 年間で約 5 万

人の熟練労働者を日

本へ送出す計画が確

認された。 

・ドイツ向け送出し

では、介護は州政府、

IT は MEA が受入れを

推進しており、日本向

けでは技能実習はイ

ンド国家技能開発公

社（NSDC）がモニタリ

ング、特定技能は NSD

C International（NS

DCI）がトレーニング・

送出しを担っている

ことが確認された。 

・職業訓練機関では

「Skill India」政策

に基づき国内就職に

むけたスキル向上を

主目的に行われる一

方、一部では海外送出

し向けプログラムも

実施し、産業界のデー

タや政府方針を踏ま

え製造業人材育成を

重視する動きが確認

された。 

・民間送出機関では、

高学歴層をドイツへ

送る戦略や看護人材

の確保・データベース

化を進めている事例

もみられた。 

・ウズベキスタン政

府は国家管理に基づ

く移民労働への転換

を進め、2020 年以前

は民間送出機関のラ

イセンス取得に約 5,

000US ドルの預託金

納付が要件とされて

いた。 

・しかし、一部の送出

機関にて高額手数料

を徴収する一方で就

労先を提供できない

事案が多発し、社会的

課題と認識されたた

め、2020 年に規制強

化が行われ、預託金は

3,502,000,000 スム

に引き上げられ、送出

機関のライセンス取

消しが相次いだ。 

・2024 年 10 月の大統

領決定で預託金は 1,

648,000,000 スムに

引き下げられた。202

6 年 1 月時点のライセ

ンス保持機関は 11 社

である。2024 年の規

制緩和により今後は

送出機関が増える見

込みであり、現地政府

は日本・東欧諸国への

送出し増加を希望し

ているとの指摘があ

った。 

・ネパール政府国家

計画委員会が策定し

た第 16 次計画（Fisc

al year 2024/25-202

8/29）では、移民労働

における労働者の安

全性、権利、利益の向

上に言及し、高収入か

つ安全な就労先の特

定や労働契約の締結

確保、技能と能力に基

づく海外就労の拡大

を目指すとしている。 

・関連する数量目標

として、海外に出て就

労するネパール人労

働者のうち、技能労働

者（skilled labor）

が占める割合を 2022

/23 年度の 73.73％か

ら 2028/29 年度に 8

0％へ、労働協定締結

国数を 10 カ国から 15

カ国へ拡大すること

を掲げている。 

・労働雇用・社会保障

省（MoLESS）へのヒア

リングでは、日本、欧

州、韓国など先進国へ

の送出しを拡大し、外

貨獲得や帰国後の国

内産業発展への貢献

を図る方針であり、社

会保障や就労マナー

習得の面でも有益と

認識されていること

が確認された。 

・バングラデシュ政

府および民間送出機

関は、新たな送出し先

として日本市場への

関心を強めており、現

地調査では、2025 年 5

月の MOC 締結後に、送

出機関や、国営訓練施

設に対する日本語学

習希望者や日本への

渡航希望者からの問

い合わせが急増した

との指摘が確認され

た。 

・日本では中国やベ

トナム等の従来の主

要送出し国における

経済発展を背景に、既

存のルートからの採

用が困難となる中で、

新たな労働力供給源

の開拓が喫緊の課題

となっており、一部の

受入れ機関等からは、

バングラデシュが有

望な代替送出し国と

して認識されつつあ

る。 

・政府の海外送出し

計画として、2013 年

に「ミャンマーにおけ

る国際労働移民の管

理のための 5 カ年国

家行動計画（2013 年

～2017 年）」、2018 年

に第 2 次計画（2018 年

～2022 年）が策定さ

れている。 

・「ミャンマー持続可

能な開発計画（ 2018

年～2030 年）」では、

適正かつ安全な送出

しや労働者の権利保

護等が掲げられ、女性

の移民や人身売買と

移民の関連について

も、関連する国家計画

で言及されている。 

・一方、送出し各国に

対する政府の姿勢や

具体的な方向性につ

いては、労働局長官の

意向によるところが

大きく、一貫したもの

が必ずしもあるとは

言いきれない状況と

されている。   

送 出 し の 対

象分野 

・介護分野が拡大局

面にあることが確認

された。 

・出身地域による分

野の偏りが示され、北

インド・南インド出身

者は約 9 割が製造で

の送出しとなる送出

機関も確認されたほ

か、医療・介護分野に

おける人材層の厚さ

や、IT 領域での機電

系エンジニア需要の

高さが指摘された。 

・看護学校卒業者の

送出しではドイツが

競合しているが、ドイ

ツの Work Program は

3 年の実務経験を要

するため、経験のない

新卒は日本を選びや

すいとされた。 

・IT・エンジニア専攻

者はまずインド国内

企業で経験を積み、S

NS や知人ネットワー

クなどを活用して欧

米での就労機会を得

るケースが多いと指

摘された。 

・特定技能において、

介護分野と自動車整

備分野での送出しの

実績が確認された。技

能実習においては、食

品、建設、介護、繊維、

農業、漁業、給食製造

分野での送出しの実

績が確認された。 

・特定技能において、

介護、外食業、農業の

ほか、宿泊業、自動車

運送業、グランドハン

ドリング分野での送

出しが確認された。 

・技能実習では、建設

関係、食品製造関係、

介護に加え、クリーニ

ング、金属関係、飲食

料品製造での送出し

が確認されている。 

・在留資格「技術・人

文知識・国際業務」で

は、ホテル、レストラ

ン、自動車整備、施工

管理、航空整備、IT エ

ンジニア等の職種が

確認された。 

・特定技能において、

農業分野や介護分野、

外食業分野の他、グラ

ンドハンドリング、自

動車運送業、食品加工

分野での送出しが確

認された。 

・技能実習において

は、自動車整備、建設、

介護、縫製、製本、塗

装、食品製造、造船、

繊維、製造、食品、農

業分野での送出しが

確認されている。 

・介護分野は高齢者

に優しくすることで

徳が積まれるという

宗教観や家族内での

介護の慣習、ボランテ

ィア経験等から志向

されやすいとの指摘

があった。外食業分野

は時間外労働を含む

給与設定、特定技能 1

号評価試験が日本語

能力中心である点、業

務内容をイメージし

やすい点が挙げられ

た。 

・両分野に共通して、

技能評価試験が定期

的に実施されている

ことや、ミャンマー人

の真面目で温厚な国

民性がサービス業に

親和性があるとの指

摘があった。近年は外

食分野から宿泊分野

へ学生の人気が移っ

ているとの発言もあ

った。 

・そのほか、農業は給

与条件から選ぶ人が

少なく、建設は技能評

価試験で専門性が求

められ難易度が高い

との指摘があった。技

能実習では食品製造、
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

介護、建設、ビルクリ

ーニング等で受入れ

が確認され、「技術・

人文知識・国際業務」

では工学、会計、IT、

建設業、宿泊業で送出

し実績が確認された。 

今 後 の 見 通

し 

・人口増加に対し雇

用創出が追いつかず、

新卒就職率約 50％・

大卒失業率約 30％と

される。一方、海外就

労には国内の 4〜5 倍

の賃金を得られるこ

とが上限であるとの

見解が示された。 

・インド政府は「Skil

l India」の下、日本・

英国・ドイツ等と MOU

を結び海外送出しを

強化しており、特に日

本向け高度人材につ

いては今後の送出し

拡大が期待されてい

る。 

・送出し動向は州に

よって異なり、西部は

欧州志向、北東インド

は日本志向が強く、企

業側も北東インド出

身者を希望する例が

多いなど、同地域の人

材需要の高さが確認

されている。 

・インド系送出機関

は日本向け営業力・実

行力に課題があり、面

接機会不足や費用ト

ラブルが生じるケー

スが指摘される一方、

特定技能送出しの中

心だった NSDCI の停

止により、新たなルー

ト構築の必要となる

ケースが確認された。 

・日本語学習者は日

系企業の存在を背景

に増加が期待される

一方、日本企業の現地

大学へのアプローチ

不足や高度人材の斡

旋市場の未成熟が課

題として挙げられて

いる。 

・供給側では、ウズベ

キスタン政府の日本

への送出しに対する

積極的な姿勢や送出

機関ライセンス取得

時の預託金要件緩和

により、送出機関の増

加が見込まれるとの

指摘があった。一方

で、日本への送出しに

関連する制度への理

解不足が指摘されて

いる。 

・ウズベキスタン人

材については、高等教

育における日本語学

習者の多さや親日的

な国民性の観点から

送出し拡大の余地が

大きいとの指摘があ

る。 

・需要側では、日本企

業で人材調達先多様

化を目的に関心が高

まっており、特に建設

分野では評価する機

関が見られる。ただ

し、在留ウズベキスタ

ン人の少なさによる

認知度の低さや、特定

の分野における受入

れ機関側の職場環境

改善が必要であると

の指摘もあった。 

・海外からの送金が G

DP の 4 分の 1 程度を

占める構造が大きく

変わるような国内産

業の発展などがない

限り、今後もネパール

からの海外移住労働

の送出し圧力は強い

ことが考えられる。 

・MoLESS へのヒアリ

ングでは、日本や欧

州、韓国向けは理想的

には各国年間 10 万人

規模を目指すとの発

言があった。日本では

「留学」から「特定技

能」や「技能実習」（「育

成就労」開始後は「育

成就労」）へ移行する

可能性も想定され、今

後 10 年間にわたり年

間 10 万人超の送出し

を見込む送出機関も

確認されている。 

・一方、日本企業によ

るネパール向けの求

人は、ベトナムやイン

ドネシアで人材確保

が難しい場合の代替

として行われるケー

スが多く、日本企業に

よる各国向けの求人

全体の約 2～3％にと

どまり、求人が不足し

ている状況にあると

認識されている。 

・競合国は韓国、北

米、欧州が挙げられ、

欧州については、主な

送出し先としてルー

マニア、マルタ、セル

ビアが指摘された。欧

州は、英語で就労でき

語学教育期間がなく、

渡航までの期間が短

いことから、欧州への

シフトが進む可能性

が指摘された。 

・2024 年度時点で海

外からの送金額の対

GDP 比は 6.0%を超え

ており、今後もバング

ラデシュからの海外

移住労働の送出し圧

力は強いことが考え

られる。 

・バングラデシュ人

の親日性の高さ、日本

語学習者の増加傾向、

現地送出機関の日本

への送出への期待等

の要因を鑑みると、日

本への送出し圧力は

増加するポテンシャ

ルはあると考えられ

る。 

・一方、中東湾岸諸国

や韓国等の送出し先

と比較した際の書類

等の準備コスト・入国

までのスピード感、公

的機関・民間機関にお

ける日本語教師の質

の課題や、試験環境の

整備状況は、日本への

送出し拡大の阻害要

因になると考えられ

る。 

・日本側の受入れ機

関の需要の面では、建

設分野において他国

の人材の採用が困難

となる中で、中東での

職務経験や高温環境

への適応力が評価さ

れ、需要が形成されつ

つあるという指摘は

あったが、本調査の範

囲では大規模な送出

しルートは確認でき

なかった。受入れ機関

のイスラム教への理

解も課題である。 

・クーデターの影響

により、2025 年 2 月

以降は若年男性の出

国停止や女性の人数

上限が設けられ、送出

し全体が制約を受け

ている。一方、日本と

ミャンマーの経済格

差や政情不安を背景

に日本就労への意欲

と受入れ需要は根強

く、制限緩和時には来

日者数の増加が見込

まれるとの見解が示

された。 

・政情不安が続く中、

明確な見通しは困難

とされ、代替送出し国

への需要シフトが進

行しており、ネパール

人材へのニーズの高

まりや、インドネシア

人材の採用、日本在住

ミャンマー人材の紹

介に重点を移す送出

機関が確認された。 

・人材面では、退学事

例がみられる一方で

質の大きな変化は認

められず、日本語学校

進学や特定技能志向

の若年層増加、特定技

能 2 号や在留資格変

更を前提とした長期

志向が確認された。ま

た、主要送出し先はタ

イ、マレーシア、韓国、

日本で、短期での出

国・就労を志向する層

はタイやマレーシア

を選びやすく、日本は

賃金面から中長期志

向の層に選好される

傾向がある。また、ロ

シア向け送出しを志

向する動きも確認さ

れた。   

 

2.2 人材の特徴・ステータス 

 インドでは、技能実習及び特定技能の候補者は大学卒又は専門学校卒を中心として構成されて

おり、一部に高校卒も含まれることが確認された。建設分野では高学歴者が優先される傾向があ

り、介護分野では大学卒と医療・介護系専門学校卒が同程度の割合を占め、大卒者の専攻は文系

が多数を占めるとの指摘があった。年齢層は主として 18 歳から 25 歳であり、介護分野では女性

中心の求人が多く、男性候補者のマッチングが困難な状況が確認された。また、多言語環境で育

っていることから言語習得能力が高く、ヒンディー語は日本語と語順が近いことから日本語を習

得しやすいとされており、特に北東インド出身者は語学習得能力や業務適性の面で高い評価を受
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けている。宗教や食文化、結婚観は地域差が大きいものの、来日者は親日的で適応力が高く、長

期居住や家族への送金を主な動機として日本での就労を志向する傾向が確認された。  

次に、ウズベキスタンでは、受入れ機関の希望を踏まえ、一定の就業経験を有する 20 代前半の

人材を技能実習や特定技能人材として送り出す機関が確認された。最終学歴は中等教育修了者が

多い一方で、高等教育修了者も一定数存在する。性別構成は職種によって偏りがみられ、給食製

造業では男性が多数を占める一方、介護分野では女性の割合が高い傾向にある。また、ウズベク

語と日本語の文法構造が類似していることから、日本語の習得が比較的早いとの指摘がある。イ

スラム教徒が多いものの宗教的実践の程度には差があり、年長者を敬い家族を重視する価値観が

日本人との親和性を高める要因として評価されている一方、短期的な収入を志向する傾向から、

長期滞在への動機付けが課題とされている。  

ネパールでは、技能実習及び特定技能の候補者は高卒以上の学歴を有し、20 代後半までの若年

層が多いことが確認された。受入れ分野ごとに異なる学歴要件を設定する監理団体や登録支援機

関の存在が確認されているほか、学歴要件に満たない場合でも学習意欲に応じて入学を認める現

地日本語学校の存在が確認された。性別構成は、介護分野では女性の割合が高いものの、全体と

しては男女が同程度の割合を占める傾向にある。また、地方出身の中間所得層以下の人材が日本

での就労を志向する傾向が確認された。ネパール語は日本語と語順に共通点があることから、日

本語を習得しやすいとされ、言語学習能力の高さが指摘されている。さらに、日本は安全な国と

して認識されており、年長者を敬う文化が根付いていることから、介護分野における適性が高い

との指摘があった。  

バングラデシュでは、送出機関が設定する学歴要件は後期中等学校卒業者以上である場合が多

く、建設や繊維業等の分野では中期中等学校卒業者を選定する送出機関の存在も確認された。年

齢層は 20 代から 30 代が中心であるが、若年層を中心に送り出す機関のほか、職歴を有する 30 代

以上の人材を送り出す機関も存在する。後者は中東諸国等での就労経験を有し、職業能力の向上

を目的として日本での就労を選択する層が確認された。日本への就労希望者層は教育水準が高い

傾向にあり、日本語習得のための時間投資が可能な層が多いとの指摘もあった。  

最後に、ミャンマーでは、技能実習及び特定技能の人材は高卒者の割合が高く、大卒者や大学

中退者も一定程度含まれていることが確認された。年齢層は 18 歳から 20 代前半が中心であり、

30 歳を上限とする送出機関の存在も確認された。ビルマ語は日本語と文法構造が類似しているこ

とから、日本語習得が比較的容易であるとされている。また、宗教的・道徳的価値観に基づく勤

勉性が受入れ企業において評価されているとの指摘があった。  
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図表 2-2  人材の特徴・ステータスに関する比較  
比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

主 な 外 国 人

の ス テ ー タ

ス・特徴（学

校 種 別 、 学

位 、 文 系 理

系、年齢、職

歴等） 

・技能実習・特定技能

の候補者は大学・専門

学校卒が中心で、一部

に高校卒も含まれ、建

設分野では特に高学

歴者が優先される傾

向がある。介護分野で

は大学卒と医療・介護

系専門学校卒が半々

で、大卒は文系専攻が

多数を占めるとの指

摘があった。 

・年齢は主に 18〜25

歳で、30 歳前後も一

定数存在する。介護分

野では B.Sc. Nursin

g（正看護師）は欧州

志向が強く、GNM・ANM

（准看護師相当）修了

者が主な対象となり、

大卒介護人材は減少

傾向とされた。求人は

女性中心で、男性候補

生はマッチングしに

くい状況が示された。 

・ドライバー分野で

は国内では小中卒〜

高卒が多いが、日本向

けは高卒・専門卒が中

心で、一部大学卒も含

まれる。 

・高度人材はトップ

大学ではなく、その下

位層の大学卒が中心

であることが確認さ

れた。 

・州間で所得格差が

大きく、職業訓練校の

学生の多くが経済的

に困難な家庭出身で

あり、約 7 割の学生が

借金をして進学する

例も確認された。 

・受入れ機関の希望

を踏まえ、18～20 歳

の就業経験を有さな

い層ではなく、一定の

就業経験を持つ 20 代

前半を送り出す機関

が確認された。最終学

歴は中等教育が多く、

高等教育卒業者も一

定数存在しているこ

とが確認された。 

・性別構成は職種に

よる偏りが見られ、給

食製造業では男性が

多数を占める一方、介

護分野では女性の割

合が高い傾向にある。

離婚後に子供の養育

費を稼ぐために渡日

を希望するシングル

マザーの事例も報告

されている。 

・経済状況は富裕層

が多いと回答する機

関と中間層が多いと

回答する機関が見ら

れ、違いは国営機関／

民間機関や出身地等

の差異が見受けられ、

学歴ではなく就業地

域で収入が変わると

の指摘があった。富裕

層の子息は早期帰国

する傾向があるとの

指摘があった。 

・国内の監理団体や

登録支援機関、現地日

本語学校等へのヒア

リング調査を通じて、

技能実習・特定技能に

ついては、ネパール出

身者の学歴は高卒以

上、年齢は 20 代後半

までの人材が多いこ

とが確認されている。

一方で、受入れ分野ご

とに大卒から中卒ま

で異なる学歴要件を

設定する監理団体・登

録支援機関や、要件と

している学歴未満で

も学習意欲次第で入

学を許可する現地日

本語学校も確認され

た。 

・性別は、介護分野で

は女性が多いものの、

全体としては男性と

女性が同じ程度の割

合を占める傾向にあ

ることが確認された。

経済状況では、地方出

身の中間所得層以下

が日本を目指す傾向

にあることが確認さ

れた。 

・ヒアリング調査を

通じて、現地送出機関

が設定する人材の学

歴の要件は、国内の後

期中等学校卒業者（1

2 年生）以上であるこ

とが多い。建設や繊維

業等の特定の分野に

おいては、意図的に中

期中等学校卒業者（1

0 年生）を選定する業

者も確認された。 

・年齢層は、20 代から

3 0 代 が 中 心 で あ る

が、若年層（12 年生）

を中心とする機関と、

職歴を有する 30 代以

上を受け入れる機関

とで傾向が分かれる。

後者は、中東等の別国

で就労経験を有し、自

身の職業能力の向上

のために日本での就

労を希望する層が多

い。 

・性別については、食

肉加工分野において

は、宗教的背景による

職務上の制約（ヒジャ

ブ着用や豚肉の禁忌

等）が考慮され、男性

中心の送出しとなっ

ている現状だが、縫製

分野等では女性の送

出し実績が確認され

ている。 

・25 歳以上人口の最

終学歴は、農村部で中

卒以下が 9 割近く、都

市部で 6 割程度とな

っており、ヤンゴン都

市部では大卒者が 2

割以上となっている。

少数民族地域のカヤ

ー、カイン、チン、シ

ャンの農村部では、学

歴のない割合が他州

より高いとされてい

る。 

・高校進学率は増加

傾向にあるが、高校卒

業後に受ける高校卒

業および大学入学の

ための試験は定員が

限られており、受験者

の約 7 割程度が高校

卒業および大学進学

が出来ないとされて

いる。ヒアリング調査

では、コロナ禍以前の

高校卒業率は 3 割程

度、大学進学率は 1 割

未満で、調査時点では

さらに低下している

との発言があった。 

・送出機関調査では、

技能実習生や特定技

能の最終学歴は高卒

者の割合が高く、大卒

者や大学中退者も含

まれており、大卒者が

40％程、大学中退者が

6 割と回答した機関

も確認されている。年

齢は 18 歳～20 代前半

が多く、30 歳を上限

とする機関が確認さ

れた。 

主 な 外 国 人

の ス テ ー タ

ス・特徴（言

語 能 力 ・ 宗

教・性格等） 

・多言語環境で育ち

言語習得に慣れてお

り、ヒンディー語は日

本語と語順が近く習

得しやすいとされる。

地域差で言語が通じ

ない場合もあるが、北

東インドは習得が特

に早く、南インドも短

期間で会話可能と評

価されている。 

・宗教・食文化・結婚

観は地域差が大きく、

北・南はヒンドゥー教

中心でお見合い結婚

が主流、北東はキリス

ト教徒が多く恋愛結

婚が一般的である。北

は小麦、南・北東は米

中心の食文化がみら

れる。 

・来日者は意欲が高

く親日的で、適応力が

高いとの評価がある。

動機は長期居住、家族

への送金、海外経験が

中心で、日本企業就職

者の多くが日本に住

み続けたいと考えて

いる。 

・言語能力について

は、ウズベク語と日本

語の文法構造が類似

していることから、日

本語の習得速度が早

いとの指摘や、大学で

日本語を専攻するな

ど高等教育で学習す

る層が一定数存在す

ると指摘した機関が

あった。 

・宗教面ではイスラ

ム教徒が多いが、他国

と比較して厳格さが

異なるとの指摘があ

り、一部の送出機関で

は入国前に礼拝や断

食を日本の職場で行

わないよう指導して

いる。敬虔な女性は異

性介助のため介護職

での就労が不可との

指摘があった。 

・性格面では親日的

で年長者を敬い家族

を大切にする価値観

が日本人と親和性が

高いと評価されてい

るが、短期的収入を優

先して失踪に至るケ

・ネパール語は文法

構造（語順）において

日本語と共通点があ

ることや、ネパール語

話者にとって日本語

の発音が聞き取りや

すいことから、ネパー

ル語話者にとって日

本語は学びやすい傾

向にあり、ヒアリング

を通じて、ネパール出

身者の高い言語学習

能力が指摘されてい

る。 

・ネパールにおいて

日本が安全な国とし

て認識されているこ

と、年長者を敬う文化

が根付いているため

介護分野において適

性が高いといった指

摘が確認された。 

・出身地域に関して

は、職種特有の産業集

積地（例：チッタゴン

の造船業）からの採用

がみられる一方、建設

等の職種においては、

都市部よりも地方出

身者を選好する傾向

がある。 

・所得階層は、日本で

の就労希望者層と、中

東での就労希望者層

を比較すると、日本へ

の希望者層の方が若

干高いとの指摘があ

った。日本へ渡航する

ためには日本語の習

得が必要であり、時間

に投資するという概

念を持つ、教養の高い

層が希望する、といっ

た指摘があった。 

・ビルマ語は文法構

造（語順）等において

日本語と共通点があ

ることから、ビルマ語

話者にとって日本語

は学びやすい傾向に

あり、ヒアリングを通

じて、ミャンマー出身

者の高い言語学習能

力が指摘されている。 

・介護職の技能実習

生では、他国が高卒人

材中心であるのに対

し、ミャンマーでは大

卒や大学中退者が多

く、これがミャンマー

出身者の語学能力の

高評価につながって

いるとの指摘もあっ

た。 

・ミャンマーの義務

教育で教えられてい

る「ビルマの教え」と

される宗教的・道徳的

な価値観が、受入れ企

業におけるミャンマ

ー人の勤勉性の評価

につながっていると

する発言もあった。 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

・受入れ企業からは

北東インドが語学力・

定着性・業務適性で高

評価を得ており、南イ

ンドも語学習得が早

いなどの強みが認識

されている。 

ースも指摘されてい

る。 

 

2.3 日本語教育・技能訓練の環境 

 各対象国における日本語教育体制についてみると、日本語学習者数はミャンマーが 100,315 人

と最も多く、次いでインド（52,946 人）、ネパール（25,292 人）、バングラデシュ（14,918 人）、ウ

ズベキスタン（4,201 人）となっている。また、日本語教育機関数についてもミャンマーが 685 機

関と最多であり、ネパール（318 機関）、インド（381 機関）、バングラデシュ（165 機関）、ウズ

ベキスタン（19 機関）がこれに続く。日本語教師数についてもミャンマーが 3,577 人と最多であ

り、インド（1,285 人）、ネパール（1,146 人）、バングラデシュ（643 人）、ウズベキスタン（157

人）の順となっている。  

まず、インドでは、日本語学習の機会は全国的には限定的であるものの、一部地域においては

学習が活発に行われているとの指摘があった。大学においては、選択科目や短期コースとして日

本語教育が実施されており、日本人講師を採用する大学の存在も確認された。また、多くの送出

機関が日本語到達目標を N4 から N3 に設定しており、技能実習では約 6 か月、特定技能では約 1

2 か月の学習期間が一般的とされているが、半年程度で N3 レベルの取得を目指す機関の存在も

確認された。日本語教育については、基礎的内容を現地語により現地講師が担当し、会話指導を

日本人講師が担当する体制が多くみられ、オンライン授業や短期集中型教育の導入により学習離

脱の防止に向けた工夫が行われている。他方、日本語講師の質のばらつきや試験会場の不足、専

門用語に関する教材の不足といった課題も指摘された。職業訓練については、現地の職業訓練機

関や NPO 等と連携し、建設や製造、介護分野における技能訓練を実施している事例が確認され

た。  

次に、ウズベキスタンは、現地における日本語教育期間は 4 か月から 9 か月程度が一般的あり、

到達目標として N4〜N5 レベルが設定されている。また、日本語の習得に加え、日本の生活習慣

やマナー、日本文化と自国文化の違いに関する指導を行う教育機関の存在が確認された。日本語

講師については、現地大学の日本語学部卒業者や日本留学経験者を登用する事例が確認された。

送出機関が主体となった職業訓練の実施事例は限定的である。  

ネパールでは、日本向け留学支援を行う教育コンサルタンシーや語学学校が多数存在すること

が確認された。日本語教育期間は、N5 レベルで 2〜3 か月、N4 レベルで 6 か月から 1 年半程度と

されており、内定後の期間を活用して N3 又は N2 レベルまで育成する事例も確認された。教育体

制については、ネパール人教師を中心に、日本人教師やオンライン指導を組み合わせた多様な体

制が構築されている。一方、日本語教師の不足や教育の質のばらつき、日本人教師のビザ取得の

困難さ等の課題が指摘された。職業訓練については、企業からの内定後、介護や外食分野におい

て訓練を実施する機関の存在や、介護施設と連携した育成事例が確認された。  

バングラデシュにおける日本語教育期間は N5 で 4〜6 か月、N4 で 4 か月から 1 年程度とされ、

独自手法により短期間で N4 を取得させる事例も確認された。他方、日本語教師の語学力が N3 程

度にとどまる場合が多く、教師の確保や人材流出が課題とされている。公的機関（BMET）による

日本語教育の実施や、民間機関における生活指導やマナー教育の取組も確認された。  
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最後に、ミャンマーでは、日本語学校が急増しており、僧院や教会における無料の日本語教室

を通じて、日本語学校や送出機関へ人材が流入する事例が確認された。到達目標として特定技能

は N3、技能実習は N4 を設定する機関が多く、日本の生活習慣や実践的な表現指導が実施されて

いる。また、日本人講師による介護の技能指導や、医療機関と連携した育成プログラムが実施さ

れている。他方、質の高い教師の確保や日本語会話能力の不足、日本語試験の受験枠を巡る課題

等が指摘された。  

 

図表 2-3  日本語教育・技能訓練の環境に関する比較  
比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

日 本 語 学 習

者数 

（2024 年度） 

52,946 人 4,201 人 25,292 人 14,918 人 100,315 人 

日 本 語 教 育

機関数（2024

年度） 

381 機関 19 機関 318 機関 165 機関 685 機関 

日 本 語 教 師

数 

（2024 年度） 

1,285 人 157 人 1,146 人 643 人 3,577 人 

日 本 語 の 学

習者・学習環

境 

・全国的には日本語

学習の機会が限られ

ているものの、西ベン

ガル州やビハール州

など一部の地域では

学習が比較的活発で

あるとの指摘があっ

た。 

・大学では選択科目

や短期コースとして

日本語教育が実施さ

れ、日本人講師を採用

する大学も存在する

ことが確認された。さ

らに、一部の送出機関

では、日本語教育の質

向上を目的に、資格を

持つ日本語教師の採

用を拡大する動きも

見られた。 

・日本語試験につい

ては、2005 年からは

首都タケシントにて

年間 2 回の日本語能

力試験（Japanese-La

nguage Proficiency 

Test（JLPT））が実施

されている。2021 年

以降は、各回約 600 名

が受験している。 

・ネパールには日本

向け留学支援を行う

教育コンサルタンシ

ーや語学学校が多数

存在している。 

・語学学校・教育コン

サルタンシーの認定

は、以前は教育・科学

技術省（MoEST）が担

当していたが、7 年前

に社会開発省 MoSD へ

移管され、現在は各州

が MoEST 基準を参考

に独自基準で許認可

を行っている。 

・日本語学校はカト

マンズよりポカラに

多いとの指摘があり、

チトワン郡は語学学

校が多いが日本語以

外も扱う学校が中心

で、バグマティ州は日

本語学校数が 204 校

と最も多い。 

・日本語試験は、JLPT

が年 2回（7月・12月）、

JFT-Basicが毎月複数

回、NAT-TEST は CBT 化

で毎日受験可能とな

り、JLCT を受験させ

る機関も確認されて

いる。 

・日本語試験につい

ては、2001 年より日

本語能力試験（JLPT）

が開始され、2023 年

には 8,066 名が受験

をしている。また、20

23 年より国際交流基

金日本語基礎テスト

（JFT-Basic）がダッ

カで開催されており、

2023 年は 750 名が受

験し、うち 140 名が合

格をしている。 

・日本語の学習者数

や学習環境について、

既存調査によると、ミ

ャンマー全土で日本

語学校が急増してい

るほか、僧院や教会に

おける無料の日本語

教室等もあり、そこか

ら日本語学校や送出

機関に繋がるケース

もある。 

・ヒアリング調査で

は、2022 年頃から海

外就労が人気となる

につれて、英語や中国

語、日本語、韓国語を

学ぶことが出来る学

校が増えたとする発

言があった。 

・独学や送出し機能

を持たない日本語学

校で N4 レベルまで日

本語を学んだ人材を

対象に、人材募集を行

う機関も確認されて

いる。 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

日 本 語 教 育

の実施内容、

教育の期間・

概要、工夫や

課題（日本語

教師の質・確

保方法含む） 

・多くの送出機関が

日本語到達目標を N4

〜N3に設定し、技能実

習では約 6 か月、特定

技能では約 12 か月の

学習期間が一般的で、

6 か月で N3 を目指す

例もみられた。 

・日本語教育は、基礎

を現地語でインド人

講師、会話を日本人講

師が担当する体制が

多く、N5 までは現地

語・英語併用、N4 以降

は日本語中心へ移行

する方針が確認され

た。またオンライン授

業や短期集中で離脱

を防ぐ工夫も行われ

ている。 

・日本語講師は日本

人・インド人が配置さ

れるが人材不足が顕

著で、N3〜N4 を採用

基準とする機関が多

い。講師給与は地域差

が大きく、N2レベルで

高待遇の職業に転職

する例もある。 

・教育の質向上とし

て、学習管理システム

活用、カウンセラー配

置、独自教材（JFT 対

策・ヒンディー語版含

む）開発、講師研修・

指導計画の共有など

が行われている。一

方、N3以上の教育が国

内日系企業への転職

につながるため N4 で

止める戦略を取る機

関もあった。 

・日本語講師の質の

ばらつき、試験会場不

足、専門用語教材の不

足等の課題も指摘さ

れた。 

・ヒアリング調査先

においては、現地での

日本語教育期間は、4

ヶ月から 9 ヶ月程度

であり、生徒の到達目

標として、N4～N5 レ

ベルが設定されてい

る。 

・教育機関では、日本

語の習得だけでなく、

日本の生活習慣やマ

ナー（時間厳守、挨拶、

整理整頓等）の指導

や、日本文化とウズベ

キスタン文化や道徳

観の違いを重点的に

教える事例も確認さ

れた。 

・特に建設分野等で

は、現場での安全確保

のため、高いレベルを

課す事例も見られる。

日本語講師について

は、現地大学の日本語

学部卒業者や日本へ

の留学経験者を登用

している機関が複数

確認された。 

・日本語教育期間は

学校や学習頻度によ

り異なるが、N5 は 2〜

3 か月、N4 は 6 か月〜

1 年半程度とされ、内

定後の期間を活用し

て N3・N2 まで育成す

る学校もある。 

・教材は「みんなの日

本語」「大地」「いろ

どり」などが使われ、

日本文化や生活ルー

ルまで教える学校も

確認された。 

・教師体制は N2 保有

のネパール人教師を

中心に、N1・N3 保有

者、日本人教師、ボラ

ンティア、ベトナム

人・モンゴル人講師、

日本の監理団体や支

援機関によるオンラ

イン指導など多様で

ある。 

・教育の工夫として、

日本語のみで教える

指導法、レベル別授

業、企業別スピーチコ

ンテスト、学習管理シ

ステム、CBT 受験増加

への PC 整備、来日後

の学習アプリ提供な

どが挙げられた。 

・課題として、日本語

教師不足や学校のモ

ニタリング不在によ

る質のばらつき、特定

技能開始後の教師流

出、日本人教師のビザ

取得困難、契約社員中

心で雇用安定が難し

い点が指摘された。 

・日本語試験は JLPT

が年 2 回で定員満了

が生じ、JFT-Basic は

3会場整備で受験枠が

改善しつつあるが、日

本政府による実施・管

理を求める意見もあ

った。 

・日本語教育期間は

学校や学習頻度によ

り異なり、N5 は 4〜6

か月、N4 は 4 か月〜1

年が一般的だが、独自

手法で 1.5 か月で N4

を取得させる事例も

ある。 

・日本語教師の語学

力は低い傾向にあり、

調査対象では N3 が中

心で N4 も含まれ、一

部送出機関は N1・N2

を確保しているが、人

材流出や特定技能で

の渡航により確保が

課題となっている。 

・公的機関（BMET）は

33 か所の Technical 

Training Center（TT

C）で N5 コース、7 か

所で N4 コースを実施

し、受講者は N5 で 1,

595 名、N4 で 269 名で

ある。国際交流基金が

派遣する専門員が監

修するハイブリッド

型も導入され、教材は

「みんなの日本語」が

使用される。 

・民間機関では「みん

なの日本語」「いろど

り」を採用し、生活指

導やマナー教育を行

う事例も多い。 

・日本語学校の設置

基準がなく誰でも開

校できることが課題

との指摘があった。 

・日本語試験は JLPT

が年 2 回で定員満了

が続き、JFT-Basic や

NAT-TEST の実施で一

定緩和されているが、

試験回数や会場拡大

を求める声が多い。 

・複数の日本語学校

や送出機関を経由す

る人材が存在し、日本

語能力や教育期間に

ばらつきがあり、到達

目標として特定技能

は N3、技能実習は N4

を設定する機関が確

認された。教材は「日

本語総まとめ」や独自

テキストが用いられ、

日本の生活・文化や実

践的表現の指導、内定

後の専門用語教育も

行われている。 

・日本での生活適応

に向け、文化や生活ル

ール、ロールプレイ、

報・連・相の指導が行

われており、学習状況

を一元管理するプラ

ットフォームの活用

や、定期試験結果に応

じた退学措置など、厳

格な運用を行う機関

も確認された。 

・多くの機関で日本

人とミャンマー人の

日本語教師が在籍し、

遠隔支援体制も確認

された一方、質の高い

教師確保、日本語会話

能力の不足、日本語試

験の受験枠買い取り

を行うブローカーの

存在が課題として指

摘されている。 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

職 業 訓 練 の

実施内容、教

育の期間・概

要、工夫や課

題 

・オリッサ州の World

 Skill Center（WSC）

は「School of Engin

eering」「School of

 Services」で職業訓

練を提供し、エレベー

ター制御や空調など 6

分野、ホテルオペレー

ション等の科目を展

開している。ITE Sin

gapore とのインター

ンも実施し、渡航費は

双方で折半している。 

・Skill Development

 Institute（Bhubane

swar）は国有企業運営

で、溶接・電気・配管・

ホスピタリティなど

の短期 Basic コース

と、メカトロニクス等

の Advanced コースを

提供し、ソフトスキル

研修も組み込んでい

る。業界データと企業

の意見を反映しつつ、

2か月ごとに企業と協

議し、訓練終了前から

就職支援を行ってい

る。 

・送出機関では建設・

製造分野の海外送出

しに向け、国内現場や

訓練校で実地経験を

積ませる例が確認さ

れた。 

・私立教育サービス

機関や NPO と連携す

る例、国立介護学校（N

ISD）で研修を受講す

るケースもある。 

・介護分野では、送出

機関が自ら介護技能

訓練を実施する例も

確認された。 

・ヒアリング調査を

実施した 4 機関にお

いては、現地の送出機

関あるいは他機関と

提携して職業訓練を

行う事例は確認でき

なかった。 

・一方で、複数の機関

において、介護や建設

等の専門学校で学ん

だ人材を募集する取

組が確認された。 

・また、過去にはモノ

センターで職業訓練

を受けた人材を募集

する取組を行った機

関も確認された。 

 

※モノセンター：モノ

センターは、2020 年

の大統領令に基づき

設立された職業訓練

センターであり、各州

に設置されている。モ

ノセンターは、移民労

働者を含んだウズベ

キスタンの市民に対

する職業訓練を実施

している。 

・ヒアリング調査で

は、特定技能人材につ

いて、企業からの内定

後から入国までの期

間に、介護や外食業等

の分野で職業訓練を

行う機関が複数確認

され、ネパール国内の

介護施設と連携して

訓練を行う訓練機関

も確認された。 

・外食や宿泊等の分

野で人材育成を行う

ネパールの大学や専

門学校等と連携し、日

本に送り出す人材の

育成・供給体制を構築

している機関も確認

されている。 

・公的な職業訓練機

関も存在するが、人材

送出しへの関与は非

常に限られている。Mo

EST 傘下の技術教育・

職業訓練評議会（CTEV

T）は産業界が求める

技術人材の育成が主

たる役割で、受講者の

国内外就労先に CTEV

T自体は関与していな

いとの回答が得られ

た。 

・CTEVT の認可機関の

例として、バラジュ工

科大学の CTEVT トレ

ーニングセンターで

機械・電機分野の 1～

2か月訓練後に面接す

るケースや、介護訓練

受講例が確認された。 

・MoLESS 傘下の職業

スキル開発トレーニ

ングアカデミーは先

進国へ送り出す人材

を育成するための無

料コースの開設を進

めており、現在 3 校で

提供し今年度中に全

国 7 校へ拡大予定と

される一方、日本への

送出しへの影響は限

定的であると考えら

れる。 

・ヒアリング調査で

は、特定技能人材につ

いて、介護や自動車運

送業といった分野で

職業訓練を行う機関

が複数確認された。 

・介護では、9 ヶ月間

訓練期間のうち、3 ヶ

月で N5 取得、3 ヶ月

で N4 取得、最後の 3

ヶ月で介護知識教育

を行う。日本語教育に

併設された施設で技

能訓練を行う事例が

確認された。 

・現地の職業訓練と

して、外食分野及び介

護分野で研修を実施

している事例が確認

された。外食分野で

は、特定技能（外食業）

による送出しを見据

え、大手喫茶店チェー

ンへの就労を想定し

た専用プログラムに

より、接客等の技能習

得を図っている。 

・介護分野では、ミャ

ンマーの医療機関と

連携した育成プログ

ラムを実施し、丁寧な

言葉づかいや表現方

法を実技と組み合わ

せて指導している。介

護福祉士資格を有す

る日本人講師が日本

語で指導し、週 1 回の

実技研修で食事介助

や歯磨き介助等を習

得する事例がみられ

た。 

・そのほか、宿泊業及

び建設分野でも特別

カリキュラムによる

研修事例が確認され

ている。研修費用は、

介護、外食業、宿泊業、

建設分野の特別カリ

キュラムについて、別

途 10 万チャット（約

5,000～6,000 円）を

徴収しているとの回

答があった。 

自 動 車 運 送

業、鉄道、林

業、木材産業

等 の 新 分 野

に 関 す る 教

育動向 

・トラックドライバ

ー教習所が技能訓練、

送出機関が日本語研

修を担う連携スキー

ムが形成されていた。

日本語到達目標がト

ラックは N3、バスは N

4 と設定され、職種ご

とに求められる日本

語レベルを分けてい

る事例が確認された。 

― ・ヒアリング調査を

通じて、自動車運送業

分野の特定技能評価

試験の実施や、自動車

運送分野における人

材の育成、送出しの実

績が確認された。 

・自動車運送分野に

ついては、国内の運転

経験者を対象に日本

語能力を問わずに面

接を行い、内定後に日

本語教育を実施する

方式と、あらかじめ日

本語（N4 相当）を習得

した者に、ドライバー

職の案件を紹介し、免

許取得を目的とした

ライセンスコースに

参加させる方式が確

認された。 

・日本の登録支援機

関より提供された日

本式運転教本（英語

版）をカスタマイズし

て使用し、バスやトラ

ック、2 トントラック

等の実車を用いた実

技指導を行う。そのた

― 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

めに運転練習場を敷

地内に整備している

事例が確認された。 

送出機関 /受

入 れ 企 業 に

お け る 日 本

語 教 育 等 に

関 す る 支 援

の有無、相談

窓口の体制、

相談実績 

・家族・親族の理解を

得るために現地語を

用いて説明するなど

のアプローチを実施

する送出機関も確認

された。 

・ウズベキスタンで

は、人材の送出しの際

に親の同意を重視す

る文化があり、送出し

の前に親に対する説

明の機会や面談の機

会を設ける送出機関

が複数確認されてい

る。 

・受入れ企業におけ

る日本語教育につい

ては、監理団体が安価

で受講可能な日本語

教育を提供していた

事例が確認された。建

設分野においては、安

全管理の一環で、受入

れ企業の協力の下、無

償での特別教育を実

施している機関が確

認された。 

・入国後の相談体制

については、ウズベキ

スタン語を話せる通

訳を交えた定期面談

を通じて、職場や生活

の課題に対応する機

関が複数確認された。 

・ヒアリング調査を

行った日本語学校や

教育コンサルタンシ

ーでは、学生への支援

として、学生の在留資

格や就労分野に対す

るアドバイスや学生

同士のトラブルへの

対応、意見箱の設置、

相談窓口の設置、送り

出した留学生のアフ

ターフォローのため

のグループ設置など

が実施されているこ

とが確認された。 

・ヒアリング調査を

行った日本語学校や

送出機関、組合におい

ては、学生への支援と

して、学生の渡航後の

生活相談への対応や、

ハラル食材の郵送、定

期的な訪問、オンライ

ンでの日本語学習支

援、職場のハラスメン

ト等の課題を連絡で

きる体制を構築する

事例が確認された。 

・送出機関の相談体

制として、日本国内に

事務所を開設し、ミャ

ンマー人職員が常駐

して対応するほか、技

能実習終了後の特定

技能への切り替えや、

その後のキャリアサ

ポートを行う事例が

あった。 

・ミャンマー側でも、

来日前から担当して

いる職員がオンライ

ンで相談に応じる体

制を構築し、介護人材

の採用後、日本語教

育、日本滞在中のフォ

ローアップ、帰国後の

就職支援までをグル

ープ会社内で一貫し

て実施している機関

が確認された。 

・そのほか、日本への

出国にあたり、実習生

の実家を家庭訪問し、

保護者と信頼関係を

築くことで、トラブル

発生時に迅速に対応

できるようにしてい

る機関もあった。 
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2.4 外国人材の負担1 

 インドでは、特定技能人材の来日前における本人負担額は概ね 10 万～40 万ルピー（約 17 万～

69 万円）が一般的な水準とされているものの、個別事例では 80 万～90 万円相当に達するケース

も確認されており、費用負担には大きな幅が見られる。費用の内訳としては、日本語教育費が全

体の約 30～40％を占めており、このほか面接準備費、通学費、書類作成費及び寮費等が追加的に

発生する場合がある。支払い方法については、分割払いのほか、親族や銀行からの借入れによる

資金調達が多く見られ、来日前に債務を負担する構造となっている点が特徴的である。また、技

能実習制度においては約 22.5 万ルピー（約 39 万円）の徴収事例が確認されており、その内訳と

しては、登録料が約 2.5 万ルピー（約 4 万円）、日本語教育費が約 5 万ルピー（約 8 万 6 千円）、

管理費が約 9 万ルピー（約 15 万 5 千円）、書類作成費が約 6 万ルピー（約 10 万 3 千円）とされ

ている。NSDCI を通じて特定技能人材として日本で就労する場合には、民間送出機関を利用する

場合と比較して費用が概ね半額程度に抑えられ、寮費についても奨学金により補填される仕組み

が設けられていることから、本人負担額は約 7.5 万ルピー（約 13 万円）程度とされている。制度

面では、ECR（Emigration Check Required）対象国への海外渡航に係る本人負担額の上限は 3 万

ルピー（約 5 万円）とされているものの、日本向けの特定技能制度については同様の明確な上限

規制が設けられていない点が指摘されている。  

ウズベキスタンでは、日本への技能実習生の送出しに際して本人が負担する費用は、一般的に

2,000 万～3,000 万スム（約 26 万～39 万円）程度とされている。一方で、日本語教育費用につい

ては、送出機関の運営形態や受入れ企業との連携状況により負担構造に差異が見られる。来日前

に外国人本人に発生する費用の資金調達方法については、イスラム教の教義に基づき利子の支払

いを伴う金融取引が忌避される文化的背景から、銀行ローン等の金融機関を利用した借入れは一

般的ではなく、親族からの借入れにより費用を賄うケースが主流となっている。加えて、国が提

供するマイクロローン制度についても、金利水準の高さが利用の障壁となっており、制度の活用

は限定的であるとの指摘がなされている。送出し手数料に係る規制は近年大きく変遷している。

2020 年 11 月の法改正以前は、民間送出機関による求職者からの送出しサービス料の徴収に対す

る明確な規制が存在していなかったが、同改正により、民間送出機関が求職者から送出しサービ

ス料を受領することは禁止され、コンサルティング料として 375,000 スム（約 5 千円）に限り受

領可能とされた。その後、2024 年 7 月 1 日付の大統領令により、国外就労希望者から就労支援サ

ービス手数料を徴収することが再度可能とされるなど、制度運用は過渡期にあるといえる。さら

に、公的支援措置としては、学習費用補助や航空運賃補助制度が整備されており、2024 年 4 月 4

日付の大統領令においては、資格試験費用、就労ビザ費用及び渡航費用について一定額まで補填

又は補償する旨が明記されている。これにより、送出過程における初期費用負担の軽減が図られ

る可能性が指摘されている。  

ネパールでは、日本への技能実習生の送出しに際して本人が負担する来日前費用は、受入れ企

業や分野により異なるものの、概ね 30 万～60 万円程度が中心的な水準とされている。一方で、

日本語教育費や仲介手数料の上乗せ等により、総額が 100 万円前後に達する事例も確認されてお

り、費用負担には一定のばらつきが見られる。送出し手数料については、法令上、日本向けの上

限額が 5 万ルピー（約 5 万 5 千円）と定められているものの、実態としては当該上限を超過した

 

1 本資料における現地通貨の日本円換算額は、2026 年 3 月 8 日時点の為替レートを基に算出した参考値であ

る。  



 

19 

 

費用徴収が行われているケースが確認されている。具体的には、総額約 40 万円の費用のうち、日

本語教育関連費用が 5～6 万円程度（N5 取得まで約 1 万 2 千ルピー、N4 取得まで約 1 万 7 千ル

ピー、技能試験対策費用約 1 万ルピー等）である一方、手数料として約 35 万円が徴収されている

との事例が確認されている。当該手数料の内訳としては、在留資格認定時に約 10 万円、その後出

国前に約 25 万円が徴収される構造となっており、さらにこのうち約 10 万円は保証金として扱わ

れ、残額の一部は仲介者やサブエージェントへの支払いに充当されているとの指摘があった。こ

のように、送出過程において複数の仲介主体が介在することが、制度上の上限額を超過した費用

徴収の一因となっている可能性がある。特定技能については、これまで個人による渡航が中心で

あったが、今後は送出機関を通じた送出しが求められることにより、新たに送出し手数料が追加

的に発生する可能性も指摘されている。制度面では、公的機関である MoLESS による送出機関へ

の監査体制が整備されており、違反事例に対しては預託金 2,000 万ルピー（約 2,200 万円）の没

収やライセンス停止等の行政処分が実施されている。過去 10 年間においては、約 2,000 機関のう

ちおよそ 800 機関が営業停止処分を受けたとされている。また、中央銀行と連携した公的融資制

度も設けられているものの、土地等の担保を必要とするなど利用要件が厳格であることから、制

度は十分に機能していない状況にあるとの指摘がある。  

バングラデシュでは、日本への技能実習生及び特定技能人材の送出しに際して本人が負担する

来日前費用は、47,000～250,000 タカ（約 6 万～31 万円）が一般的な水準とされている。民間送出

機関を利用する場合、費用の内訳としては、日本語教育費、ビザ取得に係る書類作成費が主な項

目となっているが、自前の技能訓練施設を有する送出機関においては、これに加えて技能訓練費

が徴収されるケースもある。また、地方部からの候補者を受け入れる際に提供される寮の家賃に

ついても、多くの場合は本人が負担することとされており、結果として来日前費用全体を押し上

げる要因となっている。一方で、公的送出機関である BOESL を通じて送出しが行われる場合に

は、日本語教育費等を含めた本人負担額は 56,350 タカ（約 7 万 1 千円）程度に抑えられており、

政府主導の送出ルートにおいては費用負担の軽減が図られている。また、TTC においては、N4 相

当までの日本語訓練費用が 0～1,000 タカ（約 1 千 2 百円）と低廉に設定されている事例も確認さ

れている。  

制度面では、2023 年 3 月 20 日に海外居住者福利厚生・海外雇用省（MEWOE）より発令された

政府通達により、日本への出国前費用の上限が 148,500 タカ（約 19 万円）と定められている。し

かしながら、ヒアリング調査においては、当該上限を超過する費用徴収が行われている事例も確

認されており、800,000 タカ（約 104 万円）又は 1,000,000 タカ（約 130 万円）に達する事例も報

告されている。この背景としては、現行の上限額では送出機関の事業収支が成立しないとの指摘

があり、規制遵守の実効性に課題が存在しているものと考えられる。また、費用負担軽減の観点

から、入学時には費用を徴収せず、就労が確定した段階で費用徴収を行う送出機関や、来日後の

給与からの分割払いを認める送出機関の存在も確認されている。  

ミャンマーでは、日本への技能実習生の送出しに係る送出し手数料の上限が 2,800US ドル（約

42 万円）、特定技能人材については 1,500US ドル（約 22 万 5 千円）と明確に定められている。技

能実習制度においては、送出機関への手数料に加えて、日本語教育費及び生活費等を含めた総額

として 30 万～40 万円程度が適正水準とされているが、仲介者が介在する場合には 50 万円程度以

上に達するケースも確認されている。  

また、一部の送出機関においては、送出し手数料の上限額である 2,800US ドルの中に 1 年間の

日本語教育費用を含めて徴収する場合や、寮費及び学費等として月額約 2 万円程度の費用が別途
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発生する場合もあるとされている。さらに、来日前費用の負担に際しては、友人や村長等から 700

～1,000US ドル（約 10 万 5 千円～15 万円）を借入れる事例も確認されており、来日前の段階で

一定の債務を負担する構造が存在している。  

2024 年 8 月の労働省通達においては、海外で就労するミャンマー人労働者に対し、月収の 25％

以上を家族又は本人の国内口座に対して公式な金融チャネルを通じて送金することが義務付け

られている。当該送金は毎月又は 3 か月分をまとめて実施することが可能とされているが、送金

義務を履行しない場合には、海外就労の制限、海外労働者証明カード（OWIC）の発行停止又はパ

スポート更新拒否等の措置が講じられる可能性があるとされる。また、2023 年 10 月以降は海外

において給与所得を得るミャンマー国民に対して海外所得への課税が開始されており、所得税の

納付が求められている。当該納税証明書はパスポート更新時に提出が求められる運用がなされて

いる。  

 

図表 2-4  外国人材の負担に関する比較  
比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

送 出 し 手 数

料 等 の 本 人

負担の状況 

・特定技能の本人負

担額は10万ルピー〜4

0万ルピー（約17万〜6

9万円）が一般的で、調

査では15万ルピー（約

26万円）、20万ルピー

（約34万円）、40〜50

万円、80〜90万円と幅

広い事例が確認され

た。費用の30〜40％は

日本語教育費で、面接

準備・通学・書類作成、

寮費などが追加され

る場合もある。支払い

方法は分割払いや親

族・銀行からの借入れ

が多い。NSDCI ルート

で送り出す場合は、民

間の約半額で、寮費が

奨学金で補填される

ため負担が軽く、費用

は 7.5万ルピー（約1

3万円）とされる。 

・技能実習では 22.5

万ルピー（約39万円）

の徴収事例があり、内

訳は登録料2.5万ルピ

ー（約4万円弱）、日本

語 教 育 費 5万 ル ピ ー

（約8.6万円）、管理

費9万ルピー（約15.5

万円）、書類作成費6万

ルピー（約10.3万円）

と確認された。 

・海外渡航費の比較

では、豪州・カナダ・

欧州は日本より負担

が高くなり得る一方、

ECR対象国の本人負担

上限は 3万ルピー（約

5.2万円）。建設分野

のマレーシア／シン

ガポール向けは  120

〜130万円、中東の自

動車運送分野は  3万

〜5万ルピー（約5.2万

〜8.6万円） の手数料

例が確認された。 

・ヒアリングの結果、

ウズベキスタンの労

働者本人が負担する

手数料は、技能実習の

場合 20,000,000スム

～30,000,000スム（約

26万円～約39万円）で

あった。日本語教育費

用は一部の機関では、

現地での日本語学習

費用等が公的助成や

受入れ企業によって

負担され、本人の経済

的負担が実費（健康診

断費、交通費等）のみ

に抑えられているケ

ースも確認された。 

・費用の捻出方法に

ついては、イスラム教

の教義により利子の

支払いが忌避される

ため、銀行ローン等は

利用されず、親族から

の借金によって賄わ

れることが一般的で

あり、国のマイクロロ

ーンは金利が高く、利

用が進んでいないと

の指摘があった。 

・技能実習生は受入

れ企業や分野により

異なるが、概ね30万円

～ 60万円程度を支払

って来日し、費用には

教育費、在留資格手

続、健康診断、送出し

手数料等が含まれる。

送出し手数料は5万ル

ピーと規定されるが、

別途教育費を徴収す

る場合が多く、100万

円程度の支払例も確

認された。 

・不当な請求が発生

する要因として、サブ

エージェントの介在、

日本語学校と送出機

関の連携における不

当請求、日本側で求人

を斡旋するエージェ

ントの介入などが考

えられる。 

・特定技能人材は平

均 20万円～ 40万円程

度を支払って来日し

ており、これまで個人

での渡航が中心であ

ったが、今後は送出機

関による送出しが求

められるため送出し

手数料が追加で発生

する可能性が高いと

考えられる。 

・教育関連の費用と

して、教育コンサルタ

ンシーへのヒアリン

グでは、徴収する40万

円のうち教育関連が5

～6万円（N5まで1万2

千ルピー、N4まで1万7

千ルピー、技能試験対

策1万ルピー等）と手

数料35万円（在留資格

認定時10万円、その後

25万円）を徴収し、10

万円は保証金、25万円

の一部は仲介者等へ

支払われるとの発言

があった。 

・ヒアリングの結果、

バングラデシュの労

働者本人が負担する

手数料は、技能実習、

特定技能の場合、47,0

00 ～250,000タカ（約

6万円～31万円）であ

った。 

・民間送出機関の費

用の内訳としては、日

本語訓練費、ビザ取得

に係る書類作成費が

主であるが、自前の技

能訓練施設を持つ機

関である場合、追加で

技能訓練費を徴収し

ている機関も確認さ

れた。また、遠方から

の学生を受け入れる

際、自前の寮を提供し

ている機関の家賃負

担は、多くの場合本人

が負担しているが、一

部機関では組合側の

準備金で賄う事例も

確認された。 

・公的機関である BOE

SL が日本に送出す場

合の本人負担額は、日

本語教育などを含め

て56,350タカ（約7万

1千円）であり、政府が

定める上限額の3分の

1程度である。 

・TTC における N4相当

までの日本語訓練費

用は0～1,000タカ（約

1千2百円）である。日

本語教育費用が無料

の TTCと有料の TTCが

あった。また、民間日

本語学校における、N4

相当までの日本語の

授業料は22,000～30,

000タカ（約2万7千～

3万8千円）である。 

・技能実習の送出し

では、送出し手数料の

上限は2,800USドルと

されている。ヒアリン

グからは2,001～3,00

0US ドルが多い一方、

総額で4,000～7,500U

Sドルとなる例も確認

されている。適正な支

出を行う送出機関の

場合、送出機関への手

数料に加えて、教育費

や生活費を含め30～4

0万円程度、仲介者が

介在する場合は 50万

円程度以上となる場

合がある。 

・ヒアリング調査で

は、2,800US ドルに1

年間の日本語教育費

用を含めて徴収する

機関や、寮費・学費等

で月2万円程度かかる

との発言、借金を抱え

て来日し、来日後に月

3～ 4万円程度を送金

しているとの指摘が

あった。 

・特定技能では送出

し手数料の上限は1,5

00US ドルとされ、同

額を徴収する機関が

確認されている。友人

や村長から700～1,00

0ド ル を 借 金 す る 例

や、学費50万チャット

（2万円）、生活費、教

材費、健康診断費、渡

航費等を本人負担と

するケースがあると

の指摘があった。 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

負 担 を 軽 減

す る た め の

取り組み 

・州政府の補助金・奨

学金制度を活用し、州

と MOU を結ぶ送出機

関では、JFT 試験費・

ビザ費・渡航費、日本

語研修費を州政府が

支援する仕組みが確

認された。 

・負担軽減の工夫と

して、企業が教育費・

渡航費を負担し紹介

料で回収する方式、寮

費や受講料の後払い、

日本到着後の給与か

らの控除、初任給前の

給与相当額の事前貸

与、CSR 資金の奨学金

活用、奨学金型ローン

スキームの導入など

多様な金銭的な支援

が確認された。 

・高度人材では、人材

紹介事業者が面接イ

ベント参加者に往復

航空券・国内移動費・

滞在費・VISA 申請支

援を全額補助し、就職

決定後は企業から 1 0

万円を徴収して行政

手続などの生活立ち

上げ支援を提供する

ケースが見られたほ

か、手数料の可視化を

する取組も確認され

た。 

・送出機関において

は、他社の徴収額を考

慮した適正な金額設

定や、実習生の収支が

マイナスにならない

ような配慮がなされ

ている。 

・監理団体や受入れ

企業の取り組みとし

ては、入国前講習費用

の企業負担や、教育費

用の支払い猶予を設

ける措置、優秀な候補

者に対する奨学金制

度や費用免除の導入

措置などが確認され

ている。 

・送出し手数料上限

は、ヒアリング調査時

点で日本向け5万ルピ

ー、マレーシアおよび

ドバイ向け1万ルピー

とされている。MoLES

Sは賃金水準を踏まえ

た見直しとして、月例

賃金×一定期間を上

限とする方式の導入

を検討し、新たな法令

策定を進める方針を

示している。 

・ネパール外国人雇

用機関協会などから

は、給与2か月分の紹

介料を送出機関に支

払うようになれば不

当に費用を徴収され

る可能性が指摘され

ている。企業負担の事

例として、航空券費用

や教育費、寮費等をネ

パール及び日本の企

業が負担し、日本語学

校が教育費無料や送

出し手数料負担とす

る例も確認された。 

・MoLESS は中央銀行

と連携した公的融資

制度を設けるが、土地

等の担保が必要で十

分に機能していない

状況にあり、将来的に

ビザを担保とする仕

組みを検討している

ものの見通しは立っ

ていない。MoEST は C

TEVT 認可機関におい

て無償受講枠を設け

ているが、賄賂が必要

との指摘もある。 

・そのほかの取組と

して、登録支援機関の

初月給与相当額の貸

付や費用確認、人材募

集から送出しまで一

体運営等も確認され

た。 

・民間送出機関にお

いては、本人の負担軽

減を図るために、入学

時に費用を徴収せず、

就労が確定した時点

で費用徴収を行う機

関や、就労決定時に費

用負担が困難な生徒

に対して、日本での就

労による給与から分

割払いを受け付ける

機関も確認された。 

・負担軽減の取組と

して、日本語教育や日

本文化教育の教育費、

送出し手数料、住まい

確保にかかる費用を

企業が負担する事例

が確認されている。 

・監理団体では、送出

機関選定時に「技能実

習生への過度な金銭

的負担を禁止するこ

と」を基準とする機関

や、入国後に手数料負

担額を確認する体制

を整えている機関も

あった。 

・費用支払い時期の

工夫として、N4取得後

に送出し手数料2,800

US ドルのうち1,400U

S ドルを内定時、残額

を出国前に徴収し、高

利の借金を抑制する

取組を行う機関が確

認された。 

送 出 し 手 数

料 や 教 育 費

等 に 関 す る

現 地 の 法 令

の 有 無 や 実

効力 

・送出機関に外国人

材本人が支払うサー

ビス料は、RAs ガイド

ラインで上限 2 万ル

ピーとされていたが、

2017 年改正で 3 万ル

ピーに引き上げられ

た。 

・特定技能では送出

機関の利用が任意で

あるため、手数料の上

限額は設けられてい

ないとの発言があっ

た。 

・技能実習では、RAs

ガイドラインに加え、

NSDC の「Guidelines 

for Japan’s Techni

cal Intern Training

 Program」に基づき、

手数料の算定基準の

明確化・公表・内訳説

明を義務化している。 

・ヒアリングでは、技

能実習の手数料は RAs

ガイドラインに沿っ

・ライセンス取得費

用に関しては「送出し

に関する戦略」行参

照。 

・移民庁によると、20

20 年の法改正までは

送出しサービス料に

関する規制は存在し

なかったが、2020 年 1

1 月以降、民間送出機

関は求職者から送出

しサービス料を受け

取ることは不可とさ

れ、コンサルティング

料として 375,000 ス

ムのみ受領可能とな

った。その後、2024 年

7 月 1 日の大統領令に

より、国外就労希望者

から就労支援サービ

ス手数料を徴収する

ことが可能となった。 

・公的支援として、学

習費用補助や航空運

賃補助が存在すると

指摘され、2024 年 4 月

・送出し手数料の上

限額は 5 万ルピーと

定められているが、ヒ

アリング調査では上

限額を超える費用が

徴収されている状況

が確認されている。Mo

LESS は違反への対処

として、預託金 2,000

万ルピーの没収やラ

イセンス停止等の行

政処分を実施してい

る。 

・MoLESS による送出

機関への監査は、定期

的な訪問監査に加え、

クレームや苦情が寄

せられた際にも随時

実施され、過去 10 年

間で約 2,000 機関の

うちおよそ 800 機関

が営業停止処分を受

けたとされている。 

・「日本に特定技能労

働者を送るための手

続き（2023）」により、

・バングラデシュに

おける日本への出国

前費用は、2023 年 3 月

20 日に MEWOE より発

令された政府通達に

より、148,500 タカを

上限として定められ

ている。MEWOE は送出

機関からの要請を受

けて、労働者の 2 か月

分の月給相当（特定技

能は 300,000 タカ程

度）に増額することを

検討している段階で

ある。 

・ヒアリング調査で

は、法定費用を超過し

て徴収している事例

もあり、伝聞情報によ

ると、800,000 タカや

1,000,000タカを徴収

している事例もある

という。 

・現行の上限額は、送

出機関の事業収支が

成立しない金額であ

・労働省通達（2020）

により、送出し手数料

の上限は技能実習 2,8

00US ドル、特定技能

1,500USドルと規定さ

れ、ヒアリングでも上

限内で徴収する機関

が確認された。一方、

実効力については見

解が分かれ、日本語教

育費を別途徴収する

状況や不適切な徴収

が指摘された。 

・労働省通達（2024）

では、海外で就労する

ミャンマー人労働者

に対し、月収の 25％以

上を家族又は本人の

国内口座に対して公

式な金融チャネルを

通じて送金すること

が義務付けられてい

る。当該送金は毎月又

は 3 か月分をまとめ

て実施することが可

能とされているが、送
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

て 3 万ルピーが上限

との見解が示された。 

4 日の大統領令では、

資格試験費用、就労ビ

ザ費用、渡航費用につ

いて、一定額まで補

填・補償することが明

記されている。 

特定技能の受入れ企

業はネパール大使館

の求人票認証取得が

義務化されるため、今

後日本の受入れ企業

は諸手続への対応が

求められる可能性が

ある。 

り、送出機関側で遵守

されないため、実質的

には報酬の自由競争

に近い状況となって

いるという課題を指

摘した機関があった。

同機関は、出国前費用

の上限水準の妥当性

に加えて、送出機関の

規制遵守の実効性の

課題も存在すると指

摘した。 

金義務を履行しない

場合には、海外就労の

制限、海外労働者証明

カードの発行停止又

はパスポート更新拒

否等の措置の措置が

講じられる可能性が

あるとされるが実態

は不明との指摘もあ

った。 

・在日ミャンマー大

使館通知（2023）によ

り、2023 年 10 月 1 日

から海外給与収入に

対する所得税が義務

化され、日本就労者は

月 2,000 円程度の納

付義務が生じた。パス

ポート更新時に毎月

納付証明が求められ

る。 

 

2.5 送出しに関する活動上の課題  

 インドでは、送出しの活動に際し、PGE 登録証明（Registration Certificate）の取得及び NSDC

のガイドライン遵守が求められており、送出し実績が十分でない場合には登録更新時に追加的な

負担が発生する可能性が指摘されている。一方で、近年は登録基準が緩和される傾向にある。北

東インド地域においては、治安及び安全保障上の制約が存在し、一部州では RAP（Restricted Ar

ea Permit）又は PAP（Protected Area Permit）といった入域許可の取得が必要となる場合があるほ

か、マニプール州は日本大使館による注意喚起対象地域とされており、移動制約が生じ得る状況

にある。文化的側面としては、家族を優先する価値観が強く、結婚、親族行事又は親の介護等を

理由とした一時帰国が発生しやすい傾向があることに加え、日印双方の文化理解の不足の課題が

指摘されている。そのほか、学歴証明書や残高証明書、日本語学習証明書等の偽造事例が確認さ

れており、査証審査の厳格化が生じている。また、日本語学習の継続に係る費用負担や時間的制

約も課題とされている。育成就労制度への転換に関しては、送出機関ごとに制度変更の意義に対

する理解度に差異が存在することが指摘されている。  

ウズベキスタンについては、日本人と比べて権利意識が比較的強いと受け取られるケースがあ

るとの指摘がある。また、家族を最優先とする文化が根強く、家族の事情により 1 か月から半年

程度の一時帰国を取得する事例もあり、これに伴う費用の前借りや休暇取得を巡る受入れ企業と

の摩擦が生じる可能性が指摘されている。さらに、給与計算に対する意識が高く、残業代の差異

に対して敏感に反応する傾向があるとされている。宗教面では、多くの労働者がイスラム教徒で

あることから、礼拝や断食、介護分野における異性介助等が業務遂行上の制約となる場合が確認

された。育成就労制度への移行に関しては、制度の詳細が未確定であることに起因する現場の混

乱や、育成就労外国人の受入れに際して求められる指導員の確保等、運用面での課題が指摘され

ている。また、転職制限の緩和、外国人材のキャリア形成の観点から肯定的な意見がある一方、

都市部と地方の賃金格差に起因する人材流出を懸念する声もある。  

ネパールにおいては、制度上、送出機関の設立に外国資本の参入が認められておらず、技能実

習の送出しには、ネパールでの 3 年以上の海外への送出事業の運用実績が求められることから、

日本市場への新規参入が困難な状況にある。また、日本語教育機関についても外資参入が制限さ

れており、日本企業が単独で教育機関を運営することは難しいとされている。実務面においては、
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在日ネパール大使館での手続費用の発生や手続期間の長期化が送出活動の障壁となっているほ

か、宗教行事やタトゥーに関する慣習・文化の違いへの配慮が求められる。また、在留資格「留

学」と実際の就労目的との乖離が課題として指摘されているほか、JICA 同窓会（JAAN）による

独自試験の合格が出国要件として求められている状況が継続しているとの指摘があり、試験内容

の不明確性や受験制限等も課題とされている。育成就労制度への転換に関しては、日本における

需要規模や受入れ人数の見通しが不明確であることが、訓練機関の整備計画及び政策立案に支障

を来しているとの指摘がある。  

バングラデシュでは、日本への送出しに係る手続期間が長期化していることや、日本の求人が

小規模かつ分散している点が主な障壁として挙げられている。家族への経済的支援の必要性が高

い求職者にとっては、短期間で渡航が可能な中東諸国やマレーシア等を選択する傾向が生じてい

るとの指摘がある。また、日本語試験の受験枠不足や地方在住者の受験に係る移動負担も課題と

なっており、一部の試験がダッカのみで実施されていることから、地方開催又はオンライン化を

求める声が挙がっている。試験合格後も日本側の求人決定までに一定期間を要する場合があり、

待機期間中の生活費負担が人材側のリスクとなっている点も送出活動の障壁となっている。文化

的側面としては、イスラム教徒特有の宗教・生活習慣に起因し、食品製造分野において豚肉の取

扱いが制限される場合があるほか、敬虔なイスラム教徒の女性が着用するヒジャブ等の衣服につ

いても、衛生管理上の理由から業務上の着用が認められないケースが存在する。また、日本側に

おけるバングラデシュに対する認知度の低さや、安全管理に対する考え方の違いが受入れの障壁

となっており、特に建設分野においては、日本の労働安全衛生基準に対する理解不足に起因する

トラブルが生じやすいとの指摘がある。さらに、日本・バングラデシュ間の直行便廃止に伴う渡

航負担の増加も課題として挙げられている。  

ミャンマーにおいては、送出機関設立に際し外国資本の参入が認められておらず、国民登録カ

ードの提出が求められるなどの制度的制約が存在する。また、18 歳から 35 歳までの男性に対す

る海外労働証明カードの発行が制限されている。文化的な課題としては、時間厳守、報告・連絡・

相談の徹底、賞与又は残業代の理解不足等、日本の職場慣行との相違が指摘されている。また、

感染症や生活習慣病等に起因し、面接合格後に健康診断で来日が困難となる事例も報告されてい

る。育成就労制度への転換に関しては、制度を転職可能な技能実習制度と認識する企業も多く、

制度の具体的な運用方針や対象職種の明確化が求められている。  

 

図表 2-5  送出しに関する活動上の課題に関する比較  
比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

活 動 に 際 し

障 壁 と な っ

て い る 法 制

度等 /慣習・

文化の違い 

・技能実習では送出

機関に PGE 登録証明

（RC）取得と NSDC ガ

イドライン遵守が求

められ、送出し実績が

少ない場合に更新時

の追加負担が発生す

る一方、登録基準は近

年緩和傾向にあると

された。 

・多くの州は送出し

による外貨獲得を志

向するが、北東インド

は治安・安全保障上の

制約があり、一部州で

RAP/PAP（入域許可）

が必要となるほか、マ

ニプール州は大使館

の注意喚起対象で移

動の制約が生じ得る。 

・ウズベキスタン人

の人物面について、日

本側には権利意識が

強いと映るケースが

あるとの指摘があっ

た 。特に、家族を最優

先する文化が根強く、

家族の事情で 1 ヶ月

から半年間程度の一

時帰国を取得する事

例があり、これに伴う

費用の前借りや、休暇

取得を巡って受入れ

企業と軋轢が生じた

事例が指摘された。 

・また、給与計算に対

する意識が非常に高

く、残業代の差異に対

して敏感に反応する

傾向があるとの指摘

・制度面の活動障壁

として、送出機関は外

国資本による設立が

認められておらず、技

能実習の送出しには 3

年以上の運用実績が

求められる一方、日本

向け送出経験や日本

語教育能力は必須要

件ではないため、日本

市場への参入が進み

にくい状況がみられ

る。 

・日本語教育機関も 2

019年以降は外資参入

が制限され、日本企業

が単独で教育機関を

運営することは困難

であるとされている。

職業訓練校は比較的

・送出機関からは、日

本への送出は期間が

長く手続きが煩雑で

ある点、求人が小規

模・分散している点、

日本語試験の受験枠

不足が主な障壁とし

て挙げられた。 

・他国との比較では、

渡航までの期間は中

東：数日〜2 週間、マ

レーシア：約 2 週間、

欧州：最大 1.5 か月に

対し、日本は半年〜1

年と長く、家族への経

済支援の必要性から、

短期間で渡航できる

国を選ぶ傾向がある

との指摘があった。 

・求人数について、中

・送出機関設立では

外国資本の参入は認

められていないとの

発言があり、国民登録

カードの提出を要件

とする運用が示され

ている。日本語学校

は、外国資本参入可否

については見解が分

かれており、また、私

立教育法（2023 年 5

月）下で教育省登録が

求められる可能性が

ある。 

・国軍クーデターの

影響により、2025 年 2

月以降 18～35 歳男性

の海外労働証明カー

ド発行が制限され、日

本向け送出しは月 15



 

24 

 

比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

・日印双方で文化理

解が不十分で、日本側

は採用像を描きにく

い場合があり、医療・

介護では患者の心理

的抵抗も指摘される。 

・家族優先の価値観

から結婚・親族行事・

親の介護で一時帰国

が起こりやすく、特に

北・南インド女性は 2

5〜30歳にお見合い結

婚をする傾向がある。

北東インドは日本の

職場文化との親和性

が比較的高いと指摘

されている。 

もあった。 

・宗教面では、イスラ

ム教徒であることか

ら、礼拝や断食、介護

分野における異性の

介助が活動の制約と

なる場合があるとの

指摘があった。多くの

機関では事前に業務

中の礼拝不可を人材

側に事前に説明して

いるものの、理解や厳

格さの度合いにより、

現場での対応に苦慮

する事例も報告され

ている。 

規制が緩和されてい

るが、設立には厳格な

審査を要するとされ

ている。 

・そのほか、在日ネパ

ール大使館での手続

に関し、技能実習のデ

ィマンドレター申請

費用 46,000 円が発生

することや、手続に要

する期間が長期化し

ていること、宗教戒律

や宗教行事、タトゥー

に関する慣習・文化の

違いへの配慮が必要

との指摘があった。 

・なお、日本に在留す

るネパール人のうち、

2025 年 6 月末時点で

最も多い在留資格は

「留学」であり、ネパ

ール人在留者の 38 .

9％を占める。一方で、

ネパール人留学生の

多くが労働を目的に

来日しており、在留資

格と在留活動が一致

していないことが課

題となっている。 

東・マレーシアでは大

規模募集が一般的だ

が、日本は 1 求人あた

り 2〜3 名程度と小規

模・分散している点が

課題。韓国では 1 求人

100名規模で求人集約

の仕組み（韓国：産業

人力公団、日本：複数

主体に分散）が送出し

実績の差を生んでい

ると指摘された。 

・日本語試験につい

ては、受験枠不足や地

方からの受験負担が

課題で、試験後に求人

待機となる学習者も

発生している。一部試

験がダッカのみで実

施されるため、地方開

催やオンライン化を

求める声が挙がった。 

・MEWOE からは、特定

分野の技能試験で受

託企業が 1 社に限定

されており、これが深

刻な機会不足を生ん

でいるとの指摘があ

った。 

人上限で再開された

が、2025 年 4 月 2 日

～7 月 3 日の発行者は

790 名（全員女性）に

とどまったとされて

いる。大学受験者数は

年間 50 万人超から約

10 万人へ減少したと

の見解がある。 

・慣習・文化に関する

課題では、時間厳守や

報・連・相、賞与や残

業代の理解不足、ジェ

スチャーの違いや伝

統行事による一時帰

国希望などが課題と

して指摘されている。 

その他、活動

に 際 し ハ ー

ド ル と な っ

ていること・

課題 

・学歴証明・残高証

明・日本語学習証明で

偽造が確認され、過去

にデリーで技能実習

査証が停滞、近年はコ

ルカタで留学査証が

厳格化するなど、送出

し活動に影響が出て

いる。 

・インド人材は「受入

れ実績が少ない」との

認識があり、受入れ拡

大の阻害要因となっ

ている。特定技能では

紹介料値下げ要求や

視察費負担の押し付

けなど、受入れ側の交

渉圧力も課題との指

摘があった。 

・1 期生渡航までのラ

ンニングコスト負担

が重いほか、州政府支

援は人事異動等で継

続性が不安定。職業訓

練校では経済的困窮・

過密スケジュールに

より日本語クラス開

講が難しく、開講自体

がハードルとなって

いる。 

・日本語は学習ハー

ドルが高く興味も得

にくい。学生は忙し

く、優先度が低くなり

がち。学習継続には C

SR資金・企業スポンサ

ー・給与天引きなど費

用支援スキームが必

要とされた。 

・送出しは民間も含

む大規模エコシステ

ムで、MEA 自身が完全

統制は困難と認識。正

規ルート利用の徹底

や不正兆候の通報対

応による被害最小化

― ・既存調査およびヒ

アリング調査では、技

能実習生の出国要件

として JAAN による独

自試験の合格が求め

られる状況が継続し

ており、試験内容や合

格基準の不明確さ、3

回不合格時の受験制

限、1 回 3,300 円の費

用負担等が課題とし

て指摘された。一方、

育成就労制度への移

行に伴い、当該試験が

廃止される可能性に

ついての見解も示さ

れている。 

・技能実習に関する

ローカルルールとし

て、受入れ事業所が家

賃を徴収することを

禁止する規定は廃止

されたとされるが、受

入れ時に家賃条件の

提出が求められ、概ね

1 万 5 千円～2 万円以

内に抑えるよう求め

られるとの指摘があ

った。書類偽造につい

ては「留学」での日本

語学習証明書や CO E

で指摘がある一方、技

能実習・特定技能では

確認されていない。 

・送出機関側の課題

として、日本語教育に

要する時間・費用や不

採用時のリスク、日本

案件の小規模性、COE

審査に約 6 か月要す

る場合があること、情

報不足や日本側パー

トナー確保の難しさ、

不当な費用要求や人

材への支援が不十分

な事例、他国の人材と

・慣習や文化的な障

壁として、イスラム教

徒特有の宗教・生活習

慣、日本企業側のバン

グラデシュに対する

認知度の低さ、そして

安全管理に対する考

え方の違いが指摘さ

れた。 

・食品製造分野では、

宗教上の禁忌により

豚肉の取り扱いがで

きない場合がある。ま

た、敬虔なイスラム教

徒の女性が着用する

ヒジャブなど、顔を覆

う衣服は衛生管理上

の理由で着用が認め

られないことがあり、

このため当該業務で

はイスラム教徒以外

の外国人材を配置す

る例が確認されてい

る。 

・日本の受入れ機関

では、バングラデシュ

の国名や地理的位置

を知らない担当者が

いたり、周囲にバング

ラデシュ人がいない

ためにイメージしづ

らく不安を感じるケ

ースがあるとの指摘

があった。また、日本

人との顔立ち等の違

いから抵抗感を持つ

場合もあり、こうした

認知・理解不足が受入

れの障壁となってい

る。 

・建設分野では、バン

グラデシュの現場と

比較して日本の労働

安全衛生基準が厳格

であることから、基準

の理解不足や慣行の

・ヒアリング調査で

は、人材側の課題とし

て、刺青、感染症、自

傷行為歴等を持つ学

生が増えているほか、

面接合格後に結核や

肝炎等が判明し、来日

できなくなるケース

が少なくないとの指

摘があった。 

・感染症や疾病等の

背景として、現地の衛

生環境が十分でない

ことや、塩分の過剰摂

取などの生活習慣が

影響していると考え

られているとの発言

があった。 

・送出機関側の課題

として、人材流出防止

を目的にパスポート

を預かる機関がある

ことや、出国手続に約

5 か月を要し、他国よ

り時間がかかるとの

指摘が確認されてい

る。 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

が課題との指摘があ

った。 

比較し特定技能で N3

水準を求められる傾

向があるとの指摘が

あった。 

・書類偽造について、

在留資格「留学」の場

合に求められる 15 0

時間の日本語学習の

証明書や COE、日本語

能力試験に関する偽

造について複数の機

関から指摘があった。 

違いによるトラブル

が生じやすい。 

・査証発行に関して、

現地での代理業者予

約や申請処理に約 2

か月を要し入国スケ

ジュールが遅れる事

案や、2025 年 7 月 1 日

の直行便廃止による

受入れ企業の負担増

が指摘されている。 

育 成 就 労 へ

の 転 換 に 関

する課題 

・育成就労への転換

に関する課題として

は、送出機関ごとに制

度変更の意義の理解

度に差があるとの指

摘があった。 

・育成就労制度の導

入に関しては、制度の

詳細が未確定である

ことによる現場の混

乱や、指導員の確保と

いった運用面での課

題が指摘されている。

特に、育成就労外国人

の受入れに際しては、

十分な実務経験を持

つ指導員の配置が求

められるため、人材育

成や配置計画の再考

が必要だという意見

が挙げられている。 

・転籍の自由化につ

いては意見が分かれ

ている。受入れ企業間

の競争促進や外国人

のキャリア形成の観

点から肯定的に捉え

る意見がある一方で、

都市部と地方の賃金

格差に起因する人材

流出を懸念する声が

複数機関より挙げら

れている。特に地方の

監理団体からは、行政

による制度的な支援

を求める意見が挙げ

られている。 

・MoLESS は送出機関

を対象に育成就労制

度の説明を実施し、日

本側が求める要件に

対応するよう促して

いる。ネパール外国人

雇用機関協会からは、

日本への送出しに関

心を有する機関の多

くが制度概要を把握

しているとの発言が

あった。 

・課題として MoLESS

は、日本における育成

就労の需要規模やネ

パールからの受入れ

人数規模（例えば 5 年

間での人数見込み）が

示されていないこと

を挙げ、需要が不明確

なままでは訓練機関

整備計画や政策立案

に支障が生じると指

摘している。 

・監理団体の一部は

転籍が可能となる点

を懸念し、監理費用設

定や要件増加への不

安が示された一方、登

録支援機関からは肯

定的意見もあった。現

地教育機関からは、入

国後 1 年の技能試験・

日本語試験不合格で

業務に支障のおそれ

があるとして、監理団

体の日本語教育関与

をさらに強めること

が望ましいとの指摘

があった。 

・育成就労制度への

転換にあたり、主に 3

つの課題が指摘され

た。第一に、制度の詳

細や運用方法に関す

る十分な情報提供で

ある。第二に円滑な制

度運用のための省庁

や自治体間の横断的

な連携体制の構築で

ある。第三に、制度移

行時の二国間協定再

締結の遅延等による、

送出業務への影響で

ある。 

・監理団体へのヒア

リングでは、多くの受

入れ企業が育成就労

制度を転職可能な技

能実習制度として認

識しており、特定技能

の受入れ実績がある

企業は育成就労にも

対応できるとの見解

が示された。 

・一方で、現在技能実

習生を受け入れてい

るものの、受入れ職種

が育成就労の対象外

となる企業への対応

が課題として挙げら

れ、制度の具体的な運

用方針やスケジュー

ルを早期に公表し、パ

ブリックコメントを

通じて企業の声を反

映すべきとの指摘が

あった。 

・送出機関では、自動

車整備や繊維など特

定技能評価試験を現

地で実施しておらず、

育成就労でなければ

送り出すこと出来な

い職種は育成就労で

送出す一方、介護やビ

ルクリーニング等、現

地試験が可能な分野

では特定技能を中心

に送出す方針が確認

された。 

 

2.6 受入れ後の定着に向けた取り組みと課題  

 インドでは、定着支援の取組として、日本関連事業者や送出機関が動画や面談等を通じて職務

内容や就労環境に関する具体的なイメージを提示するとともに、候補者の志向や適性に基づく配

属先の選定を行う事例が確認されている。これらの取組は、来日前における期待値の調整や職務

理解の促進を目的としたものであり、就労後のミスマッチ防止に一定の効果を有するとされてい

る。一方で、提供される情報が十分でない場合には、給与水準、業務内容又は生活環境に対する

認識の相違が生じ、期待値の乖離が就労後の不適応や早期離職につながるケースも指摘されてい
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る。また、監理団体や登録支援機関による受入れ企業の選別、受入れ企業側への意識醸成、異文

化理解研修、日本語学習支援等も行われているが、州ごとの言語・文化の差や歴史的経緯により、

インド人同士の特殊なコミュニケーション文化が職場内の摩擦要因となる場合がある。このため、

同一地域出身者の採用やインド人管理職の配置等を通じたコミュニティ内調整の必要性が示さ

れており、文化的背景を踏まえた人材配置やマネジメント体制の構築が定着支援において重要な

要素とされている。加えて、インドと日本における昇給制度やキャリアパスの差異が定着の阻害

要因となる可能性があることから、日本企業による事前説明や早期のキャリア形成の提示が求め

られている。さらに、来日後においては SNS を介したブローカーによる転職勧誘が発生している

事例も確認されており、送出機関及び監理団体による継続的なフォロー体制の構築や問題の早期

把握に向けた連携強化が必要とされている。失踪防止に向けては、来日前の多額の借入が失踪リ

スクの一因となることから、監理団体の中には過度な債務を抱える人材を受入れ対象から除外す

る運用を行う事例も見られ、経済的負担の軽減を含めた採用段階でのリスク管理の重要性が指摘

されている。  

ウズベキスタンにおいては、人材の定着支援策として、入国後の継続的なキャリア支援を実施

するケースが確認されており、送出機関においては仕事内容の詳細な説明に加え、社会保険料の

控除制度や生活費を踏まえた仕送り額の算出等に関する情報提供が行われている。また、採用後

の支援策として、日本語学習システムの導入や資格取得支援等のキャリア形成支援を行う機関、

実習生の生活費支出の管理を支援する事例も確認されており、来日後の生活設計及び就労継続に

向けた支援体制の整備が進められている。一方で、定着に向けた課題としては、地方部から都市

部への賃金格差に起因する人材流出や、集団生活に伴うストレス、在日同国人間での待遇比較等

が離職を誘発する要因として指摘されている。特に、共同生活における摩擦や同一コミュニティ

内での待遇差に対する認識が転職意向の形成につながる可能性があり、コミュニティ内の賃金格

差を背景とした離職事例も確認されている。また、ヒアリング調査において失踪者が確認された

機関では、その主な要因として、倍以上の収入を得られる現金払いの不法就労への転職、配偶者

の在留資格への切り替え又は職場環境への不適応等が挙げられている。なお、日本語学習歴の長

短と失踪率の間に明確な相関関係は確認されていないとの指摘がある。失踪後の就労先について

は、在日ウズベキスタン人の多い関東圏に集中する傾向が見られ、男性は建設業、女性は倉庫管

理又は食品製造に従事する事例が多いとされている。さらに、SNS を通じた求人情報の流通や失

踪を手引きする組織の存在が示唆されており、来日後における転職勧誘リスクへの対応が課題と

されている。  

ネパールにおいては、定着状況に関し、分野ごとに異なる傾向が見られるとの指摘があった。

例えば、介護分野においては比較的離職率が低いとの見方がある一方、介護福祉士資格を取得し

た後、より良好な労働条件や待遇を求めて転職に至る事例が確認されている。また、介護以外の

分野においては、特定技能 2 号試験の合格率が低く、求められる技能水準の高さが人材にとって

心理的又は制度的なハードルとなり、結果として離職率の上昇につながっている可能性が指摘さ

れている。さらに、日本側の相談体制が限定的であることにより、技能実習生が就労環境や生活

上の問題を抱えた際に適切な相談先へアクセスしにくい構造となっている点や、問題発生時に日

本側と交渉できる送出機関の能力不足も課題とされている。定着に向けた取組としては、一定水

準以上の給与要件の設定や意欲の高い人材の選定に加え、家族向け説明を行う事例が確認されて

いる。また、入国後においては、個別面談や SNS を活用した継続的なフォロー、帰国又は特定技

能への移行に関する早期の意向確認、専属スタッフの配置やオンライン相談窓口の設置等により、
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生活面及び就労面の双方において支援を行う体制の整備を行う事例が確認されている。失踪防止

の観点からは、来日前における本人負担の大きさが離職又は失踪のリスク要因となることが指摘

されており、現地における費用負担の軽減が重要とされている。また、日常的なコミュニケーシ

ョンを通じた信頼関係の構築により、問題の早期把握及び迅速な対応が重要とされる。  

バングラデシュでは、人材側の期待と受入れ環境の実態との乖離を防ぐための工夫として、面

談の初期段階において日本での生活上の苦労や困難を率直に伝える取組や、来日前に赴任先の地

域や業務内容を動画として視覚的に伝える取組を行っている機関が確認されている。キャリア形

成支援については、とりわけ中東等での就労実績を有し、自らのキャリア形成を明確に意識する

30 代以上の人材に対する支援策の重要性が指摘されている。技術力に応じた適切な賃金向上や、

日本で培った技術がどのように自身のキャリア形成に活用され得るかを示すことにより、労働者

の就労意欲を高めることができるとの指摘がある。また、特に建設分野においては、建設技能の

レベルを客観的に示すことが可能な建設キャリアアップシステム（CCUS）の仕組みを活用するこ

とで、人材のキャリア形成支援につながるとの示唆があった。失踪に至る背景としては、職場に

おける暴力等のハラスメントや、学歴と職種のミスマッチ、病気等が挙げられる。  

ミャンマーでは、企業が求める技能水準と候補者の能力との不一致が定着の阻害要因となって

おり、賃金条件の調整が採用の成否を左右するケースが多いとの指摘がある。また、特定技能人

材の地方部における定着の難しさや、来日後 3 年前後での転職増加が指摘されている。さらに、

特定技能 2 号への移行に関しては、分野ごとに要件達成や試験難度が異なることも課題として挙

げられている。定着に向けた取組としては、業務内容、就労地域の生活環境、給与及びキャリア

パス等に関する事前説明の徹底に加え、採用段階において日本語能力を N4 相当とする基準を設

ける事例や、特定技能 2 号への移行を見据えた試験対策等が実施されている。また、相談・支援

体制として、SNS を活用した 365 日対応の相談窓口の設置や、LINE による連絡、日本語試験受

験支援等、多様な定着支援の取組が確認されている。失踪防止の観点からは、送出し手数料の上

限額を超過する送出機関との提携を回避するほか、一定水準以上の手取り賃金を確保することで

定着の安定化を図るといった取組が確認されており、手取り賃金が 13 万円以上の場合には相対

的に定着が安定し、12 万円未満では失踪が増加する傾向があるとの見解も示されている。また、

建設分野を扱わない運用を行う事例も確認されている。失踪や難民申請は低下傾向にあるとの発

言がある一方、「特定活動」への移行を斡旋するブローカーの存在も指摘されている。  



 

28 

 

図表 2-6  受入れ後の定着に向けた取り組みと課題に関する比較  
比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

定 着 に 向 け

た支援・課題 

・日本関連事業者や

送出機関は、動画・面

談等による職務イメ

ージの具体化、候補者

の志向に基づく配属

先選定などを実施し

ている。一方で、情報

不足により期待ギャ

ップが生じ、ミスマッ

チにつながる課題が

指摘されている。 

・監理団体・支援機関

による受入れ企業の

選別、意識醸成、異文

化理解研修、日本語支

援などが実施されて

いる。 

・州ごとの言語・文化

の差や歴史的経緯な

どによるインド人同

士の特有のコミュニ

ケーション文化が職

場摩擦要因になる場

合があるため、同一地

域出身者の採用やイ

ンド人管理職の配置

など、コミュニティ内

調整の必要性が示さ

れている。 

・送出機関と監理団

体との連携による問

題の早期把握の取組

が有効とされる一方、

SNSを介したブローカ

ーによる転職勧誘が

発生しており、来日後

の継続的な繋がりの

維持とフォロー体制

の強化が求められる。 

・インドと日本の昇

給・キャリアパスに関

する制度差が定着の

阻害要因となるため、

日本企業による事前

説明、早期のキャリア

提示等が必要とされ

ている。 

・ウズベキスタン人

材の定着支援として、

入国後の継続的なキ

ャリア支援が実施さ

れており、送出機関で

は仕事内容の詳細、社

会保障費の天引き制

度、生活費を踏まえた

仕送り額算出等の説

明を行う支援策が挙

げられている。 

・採用後の支援策と

して、日本語学習シス

テムの導入や資格取

得支援などのキャリ

ア形成支援を行う機

関、実習生の生活費支

出の管理を支援する

事例も確認されてい

る。 

・定着に向けた課題

として、賃金格差によ

る地方部から都市部

への流出、集団生活の

ストレス、ウズベキス

タンの認知度の低さ

が挙げられ、ある監理

団体では賃金格差に

よる離職や、共同生活

における摩擦、在日ウ

ズベキスタン人同士

での待遇比較が離職

を誘発する可能性が

指摘されている。 

・定着に関する課題

として、介護分野は離

職が少ないとの見方

がある一方、介護福祉

士取得後に転職する

事例が確認されてい

る。介護以外の分野で

は、特定技能 2 号試験

の合格率が低く、要件

の高さから離職率が

高いとの意見があっ

た。一方で、食品製造

分野は定着率が比較

的高いとの発言もあ

った。 

・ネパールの日本語

教育機関からは、日本

側の相談体制が限定

的で技能実習生が相

談しにくい構造や、問

題発生時に日本側と

交渉できる交渉力が

送出機関に不足して

いる点が指摘された。

あわせて、日本文化や

慣習への理解を有す

る送出機関等に限定

したライセンス付与

を求める意見もあっ

た。 

・定着に向けた取組

として、一定水準以上

の給与要件設定、大卒

人材や意欲の高い人

材の選定、家族向け説

明の実施、入国後の個

別面談や SNS でのフ

ォロー、帰国・特定技

能移行の早期意向確

認、ネパール専属スタ

ッフやオンラインヘ

ルプデスク設置など

が確認された。 

・定着に向けた支援

に関しては、来日前の

労働者との期待値調

整や、キャリア形成支

援、待遇改善が指摘さ

れた。また、課題とし

て、適切な受入れ機関

や組合の選定や、住居

の確保が挙げられた。 

・人材側の期待と受

入れ環境の実態の乖

離を防ぐための工夫

として、面談の初期に

日本での生活の苦労

や困難を率直に伝え

る取組や、来日前に赴

任先の地域や業務内

容を動画として視覚

的に伝える取組を行

っている機関が確認

された。 

・キャリア形成支援

については、とりわけ

中東等での就労実績

を有し、自らのキャリ

ア形成を明確に意識

する 30 代以上の人材

へのキャリア形成支

援策が重要であると

指摘があった。技術力

に応じた適切な賃金

向上や、日本で培った

技術がどのように自

身のキャリア形成に

活きるのかを伝えて

動機付けすることで

労働者の就労意欲を

高めることができる

という指摘や、特に建

設業界では、建設技能

のレベルが客観的に

示せる建設キャリア

アップシステム（CCU

S）の仕組みを活用す

ることで、人材のキャ

リア形成支援に繋が

るという示唆があっ

た。 

・ヒアリング調査で

は、定着に関する課題

として、特定技能の採

用で「企業の求める技

能水準」と「候補者の

実力」が必ずしも一致

せず賃金条件の調整

が成否を左右するケ

ースが多いこと、特定

技能は転職のハード

ルが低いこと、特定技

能 2 号への移行で分

野により要件達成や

試験難度が異なるこ

とが指摘されている。

特に地方定着の難し

さや、3 年目前後での

転職増加が挙げられ

た。 

・採用・育成面の工夫

として、業務内容や就

労地域の生活環境、給

与、キャリアパス等の

事前説明を徹底し、N4

を基準とする事例や、

入国後講習、e ラーニ

ング、2 号移行を見据

えた試験対策を行う

取組が確認された。 

・相談・支援体制で

は、SNS を活用した 3

65日対応の相談窓口、

定期面談や訪問、LINE

等による連絡、日本語

試験受験支援、自治体

による住居提供や交

流事業など、多様な定

着支援の取組が確認

されている。 
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比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

失 踪 防 止 に

向 け た 取 り

組み 

・失踪防止に向けた

工夫として、複数国か

ら人材を受け入れる

監理団体において、多

額の借金を抱える人

材を受入れ対象から

除外する運用が示さ

れた。 

・ヒアリング調査で

失踪者数を確認でき

た 3 機関では、80 名

中 7 名（8.7%）、200

名中 20 名（10.0%）、

62 名中 20 名（32.2%）

の失踪が確認され、理

由として、倍以上の収

入を得られる現金払

いの不法就労への転

職、配偶者の在留資格

への切り替え、職場環

境への不適応等が指

摘されている。なお、

日本語学習歴の長短

と失踪率の間に明確

な相関関係は確認で

きないとの指摘があ

った。 

・失踪後の就労先は

在日ウズベキスタン

人の多い関東圏に集

中し、男性は建設業、

女性は倉庫管理や食

品製造に従事する例

が多いとされている。 

・フードデリバリー

従事の事例や、コンビ

ニでの非公式雇用に

ついては見解が分か

れており、失踪を手引

きする組織の存在や F

acebook、Telegram を

用いた求人募集が指

摘され、対策として保

護者同意を踏まえた

送出プロセスや大使

館を含む連絡体制構

築が挙げられている。 

・既存調査では、監理

団体と現地送出機関

との関係構築に課題

があり、多数の失踪者

が発生した事例が報

告されていたが、本ヒ

アリング調査を実施

した機関からは、ネパ

ール人技能実習生の

失踪は確認されなか

った。 

・一方で、留学生につ

いては失踪事例があ

り、その要因として学

費の支払いが困難と

なる状況が指摘され

た。 

・失踪防止に向けた

取組としては、借金負

担がリスク要因とな

ることから、現地での

事前調整を通じて本

人負担を軽減するこ

とや、日常的なコミュ

ニケーションを通じ

て外国人材との接触

頻度を高め、信頼関係

を構築することで問

題を早期に把握する

取組が確認された 。 

・ヒアリングを実施

した機関においても、

失踪者は各機関あた

り 0 名～数名程度で

あった。 

・失踪に至った背景

は、職場におけるハラ

スメントや、学歴と職

種のミスマッチ（日本

に留学を希望してい

たが断念し、建設分野

の技能実習生として

就労したところ、建設

現場の厳しい環境に

耐えられなくなり失

踪したケース） 、病気

等 である。 

・失踪を防ぐために、

一部の送出機関は学

歴要件を意図的に下

げた採用や、現地での

日本語能力の習得基

準を下げるといった

対応を行っている。 

・出入国在留管理庁

は、2021 年 5 月 28 日

以降、緊急避難措置と

して「特定活動」での

在留を許可し、2024年

10 月 1 日以降は誤用・

濫用的利用を踏まえ、

技能実習未修了での

変更申請は、個人の事

情に寄らず継続困難

となり、新しい実習先

が確保できない場合

に「特定活動（1 年・

就労可）」を可能とし

た。 

・ヒアリングでは、失

踪や難民申請は低下

傾向との発言がある

一方、「特定活動」移

行を斡旋するブロー

カーが指摘され、帰国

リスクや永住申請へ

の支障の可能性等を

伝える機関や、対応ケ

ーススタディを提供

する機関が確認され

た。 

・失踪防止として、送

出し手数料の上限額

を超える機関と提携

しない例や、手取り 1

3万円以上は定着が相

対的に安定し 12 万円

未満で失踪が増える

傾向との見解、建設分

野（とび職）を扱わな

い運用があった。 

在留技能実

習生数に占

める失踪者

の割合 

（2024 年） 

※国別データ非公表 7.6% ※国別データ非公表 1.9% 3.1% 

 

2.7 国・業界団体等に対する要望・期待 

 インドにおいては、教員の確保及び教育の質の維持が困難となっているとの指摘があり、現

地で働く日本語教員の給与水準の引上げにつながるインセンティブ制度の整備や、教員確保に

向けた支援の必要性に関する意見が確認された。また、特定技能評価試験については、自動車

整備分野におけるインド国内での試験開催を望む声が挙げられており、受験機会に係る地理的

制約の解消が求められている。受入れ後の支援に関しては、監理団体や登録支援機関による支

援の質にばらつきが生じていることから、業界横断的な組織によるガバナンス確保の重要性が

指摘されている。加えて、外国人雇用に関する優良企業の認証制度の導入や雇用環境の透明性

向上が、定着率の向上に資するとの意見が示されている。送出機関からは、研修開始から費用

回収までに 1 年以上を要するケースが多く、事業継続に必要な運転資金の確保が大きなボトル

ネックとなっているとの課題が示されており、優良な送出機関に対する資金支援枠組みの必要

性が指摘されている。また、紹介料の圧縮が継続した場合には教育投資の削減につながり、優

秀な人材の確保や健全な送出ルートの維持が困難となるリスクも示唆されている。さらに、JFT-

Basic 試験については、日本での生活を前提とした設問が含まれていることから、渡日前の受験
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者にとって回答が困難であるとの意見があり、海外受験者でも学習しやすい試験及び教材設計

への見直しが求められている。  

ウズベキスタンにおいては、難民該当性がない難民認定申請や不法就労の事例が確認されて

おり、強制送還を含む厳格な措置や適正な在留管理を求める意見があった。また、雇用契約書

や労働条件通知書等の重要書類について、ベトナム語や中国語、英語と同様に、国によるウズ

ベキスタン語フォーマットの整備を要望する声が挙げられている。制度運用面では、手続に関

する各種書類の準備及び提出が現場の負担となっているほか、特定技能制度における現地の技

能評価試験分野の拡大や、特定技能 2 号評価試験の開催頻度及び開催地の増加に関する要望が

示されている。また、在留資格や職種ごとに所管省庁が異なる縦割り行政の影響や、日本人社

員との給与・待遇の整合性確保に関する課題も指摘されている。そのほか、生活支援に関して

は、行政による支援の枠組み整備を求める意見も確認された。  

ネパールにおいては、特定技能評価試験の実施分野の拡大や試験回数の増加を求める声が挙

げられているほか、日本政府による現地トレーニングセンターの設置、技術研修やカリキュラ

ムの提供、ネパール側関係者への日本視察機会の創設を望む意見が確認された。人材育成体制

の強化や日本における就労環境への理解促進を通じ、円滑な送出し及び定着の向上につなげる

ことを目的とした要望とされている。また、日本語教育に関しては、日本国内における日本語

教師養成講座の費用負担軽減や、帰国したネパール人を対象とした教師養成機会の提供を求め

る要望があった。技能実習制度においては、農業分野等の季節変動を踏まえ、季節に応じた分

野横断的な一時配置転換を認める制度設計を求める声が挙げられている。特定技能制度につい

ては、手続負担の軽減や出入国在留管理庁のオンライン申請対応、ネパール語による情報提供

の充実等の要望が寄せられているほか、特定技能 1 号の入国前ガイダンス及び生活オリエンテ

ーションについて、技能実習 2 号を良好に修了した者に対しては更なる時間短縮を可能とする

運用の見直しを求める意見も示された。加えて、マイナンバーカードの有効期限について、在

留カードに連動しない運用とすることで更新負担の軽減を図る必要性が指摘されている。  

バングラデシュにおいては、日本語教育支援の強化や国際交流基金のバングラデシュ事務所

の設置、TTC の施設及び設備投資、日本語試験の開催頻度の改善等が、政府及び業界団体に対

する要望事項として挙げられている。また、日本への入国までの手続期間の長期化が深刻な課

題として指摘されており、日本入国までの総所要期間が約 1 年半に及ぶ一方、他国においては

比較的短期間での渡航が可能であることから、日本を送出し先として選択する際の障壁となり

得るとの懸念が示されている。このため、入国手続の簡素化及び迅速化を含めた制度運用の見

直しが求められている。 

ミャンマーにおいては、各職種の具体的な業務内容を視覚的に伝える映像コンテンツの整備

や、高等教育段階以前から日本語に触れる機会の拡充を求める意見が確認された。また、手続

面においては、書類作成及び各種申請手続の煩雑さが受入れ企業の負担となっていることか

ら、提出書類の削減による手続の簡素化や、育成就労制度に係る申請及び報告手続のペーパー

レス化を求める声が挙げられている。さらに、特定技能 2 号の技能評価試験については、人材

が試験難易度を基準として分野選択を行う傾向があることが指摘されており、分野間における

合格率及び試験難易度の均衡が確保されることが望ましいとの意見が示された。  
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図表 2-7  受入れ後の定着に向けた取り組みと課題に関する比較  
比較項目 インド ウズベキスタン ネパール バングラデシュ ミャンマー 

国・業界団体

等 に 対 す る

要望・期待 

・現地で働く日本語

教員の給与水準を引

き上げるためのイン

センティブ制度の整

備や、教員確保に関す

る意見が確認された。 

・特定技能評価試験

について、自動車整備

分野におけるインド

国内での試験開催を

望む意見が示された。 

・特定技能では、民間

主導による受入れ市

場の拡大に対し、業界

横断的組織によるガ

バナンス確保が重要

であるとの指摘があ

った。 

・外国人雇用情報の

開示、優良雇用企業の

認証制度等の導入が

有効であるとの意見

が示された。 

・送出機関からは、研

修開始から費用回収

まで１年以上要する

ケースが多く、事業継

続に必要な運転資金

が大きなボトルネッ

クとなっているとの

課題が示され、海外の

送出機関にも透明性

を担保した資金支援

枠組みが必要である

とされた。 

・紹介料の圧縮が続

く場合には教育投資

の削減が生じ、優秀な

人材の確保や健全な

送出しルートの維持

が困難になるリスク

が指摘された。 

・JFT-Basic 試験につ

いて、日本での生活を

前提とした設問が含

まれ、渡日前受験者に

は回答が難しいとの

意見が示され、海外受

験者でも学習しやす

い試験・教材設計への

見直しが求められた。 

・自治体が優良な人

材紹介事業者をリス

ト化し、マッチングの

質を確保すべきとの

意見が示された。 

・失踪者や制度悪用

者への対応として、難

民該当性がない難民

認定申請や、不法就労

に該当する事例が確

認され、強制送還を含

む厳格な措置や適正

な在留管理を求める

意見があった。 

・雇用契約書や労働

条件通知書等の重要

書類については、ベト

ナム語や中国語、英語

と同様に、国によるウ

ズベキスタン語フォ

ーマットの整備を要

望する声があった。 

・制度運用面では、技

能実習制度の運用要

領に変更が発生した

際に、書類を差し替え

るために再提出が必

要なることで現場の

負担となっている。特

定技能制度では現地

の技能評価試験分野

が限定的であること

や、2号評価試験の開

催頻度・開催地の少な

さ、在留資格や職種ご

とに所管省庁が異な

る省庁間の縦割り行

政の弊害、日本人社員

との給与・待遇との整

合性の確保に関する

課題が指摘された。 

・そのほか、生活支援

に関して、行政による

支援の枠組の整備を

求める意見があった。 

・特定技能評価試験

では、自動車整備分野

などへの実施拡大や

試験回数の増加を求

める声があった。 

・日本政府による現

地トレーニングセン

ターの設置、技術研修

やカリキュラム提供、

ネパール側への日本

視察機会の創設を望

む意見があった。 

・日本語教育では、日

本国内の日本語教師

養成講座の費用負担

軽減や、帰国したネパ

ール人向けの教師養

成機会を求める要望

があった。 

・技能実習では、季節

に応じた分野横断の

一時配置転換を認め

る制度設計を求める

声があった。 

・特定技能制度では、

手続負担の軽減、出入

国在留管理庁のオン

ライン申請対応、ネパ

ール語での情報提供

などの要望が寄せら

れた。また特定技能1

号の入国前ガイダン

スや生活オリエンテ

ーションについて、技

能実習2号を良好に修

了した者は、現行の短

縮措置（ 8時間→ 4時

間）よりさらに減らし

てよいのではないか

との意見があった。 

・マイナンバーカー

ドについては、在留カ

ードに合わせて有効

期限が毎年更新され

るため負担が大きく、

免許証のように在留

期限に左右されない

有効期限設定を求め

る要望があった。 

・バングラデシュか

らの送出しに関する

政府・業界への要望事

項としては、日本語教

育支援の強化と国際

交流基金バングラデ

シュ事務所の設置、入

国手続きの期間短縮

化、TTC への施設・設

備投資、日本語試験の

開催頻度の改善が挙

げられた。 

・複数の送出機関お

よび監理団体から、日

本への入国までの手

続き期間の長期化（日

本入国までの総所要

期間は約 1 年半に及

ぶ一方、韓国は 1 か

月、ドバイやサウジア

ラビアは 2 週間、欧州

諸国は 1 か月半で渡

航が可能）が深刻な課

題として指摘された。 

・各職種の具体的な

業務イメージを視覚

的に伝える映像コン

テンツの整備や、高等

教育以下の段階から

日本語に触れる機会

を拡充することを求

める発言があった。 

・手続面では、書類作

成や手続きの煩雑さ

が受入れ企業の負担

となっていることか

ら、提出書類の削減に

よる簡素化や、育成就

労に係る申請・報告等

のペーパーレス化を

求める声があった。 

・特定技能 2 号の技能

評価試験については、

人材が試験難易度を

もとに分野を判断す

る傾向が指摘されて

おり、分野間で合格率

や難易度の均衡が確

保されることが望ま

しいとの発言があっ

た。 

 

2.8 今後の課題 

 本調査においては、対象各国における送出ポテンシャルや人材特性、日本語教育及び技能訓練

の環境、来日前の費用負担、送出活動上の制度的・文化的課題並びに受入れ後の定着支援の状況

等について整理を行った。その結果、外国人材の適正な受入れを図る上では、「受入れ前」及び「受

入れ後」の双方において、制度運用上及び実務上の課題が存在していることが確認された。  

まず、「受入れ前」においては、対象各国ともに人口構成や教育水準等の観点から一定の労働供

給ポテンシャルを有しているものの、日本語教育及び技能訓練の質や内容については、これまで
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の日本への送出し実績が比較的少ないこともあり、各教育機関又は送出機関の間で大きなばらつ

きが存在していることが確認された。特に、日本語教師及び技能指導人材の不足や処遇の低さ、

教育体制の未整備等により、教育の持続性や到達水準の確保が課題となるケースがある。また、

送出機関及び日本語教育機関の能力、教育内容、費用構造等に関する情報が十分に共有されてい

ない場合には、正規の送出ルートに加え、ブローカーやサブエージェント等の非公式な仲介主体

が介在することにより、費用の不透明化や過度な負担が生じている可能性も指摘された。来日前

費用の捻出に際して借入れを伴うケースも多く見られ、当該経済的負担が来日後の早期離職又は

失踪のリスクを増大させ得る構造も確認されている。さらに、日本側の求人が個別企業単位での

小規模かつ単発的なものとなりやすい場合には、送出側において計画的な人材育成投資や安定的

な供給体制を構築することが困難となることから、中長期的な人材育成のインセンティブを阻害

し、結果として人材供給の持続性に影響を及ぼす要因となり得るとの指摘もある。加えて、送出

し国ごとに制度、教育環境、宗教観、家族観、政治・社会情勢等が大きく異なることから、日本

側において各国の特性に対する理解が十分でない場合、採用段階における想定と実際の就労環境

との間に認識の乖離が生じ、就労後の業務内容又は生活環境への不適応といったミスマッチを招

く可能性がある。このほか、送出過程において、学歴、学習歴又は各種証明書等に係る偽造若し

くは虚偽書類の提出が発生している事例も確認されており、採用段階における候補者の能力又は

技能水準の適格な評価を困難とし、受入れに係るリスクを高める要因となっている可能性が指摘

された。  

以上を踏まえた受入れ前の課題に対する対応策の方向性としては、海外における日本語教育及

び技能訓練の質の向上に向けた支援の強化に加え、現地の送出機関や教育機関の能力、実績、教

育内容及び費用構造等に関する情報開示の促進、採用・受入れ時における費用負担の内訳及び水

準の確認強化、各種証明書の真正性確認体制の整備、分野・職種ごとの人材ニーズ（能力水準・

人数等）の可視化並びに業界又は地域単位での需要の把握及び集約等が考えられる。これらの取

組を通じて、送出段階における供給の質及び透明性の確保並びに人材供給の安定化を図ることが

求められる。  

 次に「受入れ後」においては、外国人材が来日前に抱く日本での就労に対する期待と、受入れ

後の実際の業務内容又は処遇との間にギャップが生じていることが、定着の阻害要因となってい

る可能性が確認された。特に、来日前に提供される情報が十分でない場合には、給与水準、業務

内容又は生活環境に対する認識の相違が生じ、就労後の職場又は生活環境への不適応につながる

要因となり得る。また、日本の賃金水準が他国と比較して競争力が低下している状況の中、受入

れ企業側において外国人材の活用が短期的な労働力補完にとどまり、中長期的なキャリア形成の

見通しが十分に提示されない場合には、外国人材が将来的な生活設計を描きにくくなる可能性が

ある。加えて、地方部においては、受け入れられた外国人材が、より条件の良い都市部へ転職す

る傾向が一定程度みられることも指摘される。さらに、宗教、生活習慣又は家族観の違いが職場

又は生活上のストレス要因となる場合や、受入れ企業若しくは支援機関（監理団体又は登録支援

機関）の対応能力及び支援内容の質にばらつきが存在することも、外国人材の職場適応及び生活

安定に影響を及ぼし得る要因となっている。  

以上を踏まえた受入れ後の課題に対する対応策の方向性としては、業務内容、処遇及びキャリ

アパスに関する来日前の認識共有の強化や、中長期的なキャリア形成に資する仕組みの整備、日

本での就労を通じて得られる技能向上及びキャリア形成機会に関する送出し国現地での情報発

信の強化等の取組が考えられる。あわせて、生活・文化面への配慮に関する受入れ側の理解促進
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や、適切な雇用管理、人権配慮及び生活支援体制の充実、並びに監理団体及び登録支援機関等の

支援機関における支援内容や対応の質の可視化等を通じて、受入れ後の支援体制の透明性及び実

効性を確保することも重要となる。また、都市部への人材流出の状況等を踏まえた各地域におけ

る受入れ戦略の検討を進めることも求められる。  

本調査の対象とした 5 か国については、従来の主要送出し国であるベトナム、インドネシア及

びフィリピン等と比較して、日本への送出し実績の蓄積が十分とは言い難く、日本への労働移動

に関する送出し体制又は人材育成体制が発展途上にある新興送出し国として位置づけられる。こ

のため、当該 5 か国からの人材供給は、現時点の日本の外国人雇用市場における需要構造の中で

は、既存主要送出し国による供給を補完する役割を担うものと考えられる。上記で整理した「受

入れ前」及び「受入れ後」の各種課題についても、新興送出し国としての市場形成の初期段階に

起因する側面を有しており、日本への送出し実績の蓄積や送出し体制の整備の進展等に伴い、一

定程度改善する可能性がある点に留意が必要である。  


